




ま え が き 

 

東京都北多摩北部建設事務所は、北多摩北部の 10 市（立川市、昭島市、小平市、

東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市）を

所管区域としています。その総面積は約 151km2 で、東京都全体の約７％を占めて

おり、区域の基幹的な都市施設である都道 38 路線（延長約 226km）、及び一級河

川８河川（延長約 47km）を管理しています。 

この地域は、昭和 30 年代後半から高度成長とともに都市化が著しく進展しまし

たが、急激な人口増加による市街化の進展と交通量の増大により道路・河川など

の都市基盤整備の水準は未だ十分とはいえません。 

建設局では、頻発化・激甚化する豪雨災害や切迫する首都直下地震など自然災

害に対する防災力の向上、慢性的な交通渋滞の解消など、人や物の流れのスムー

ズ化、水辺や緑地の整備による快適な環境の創出など、日々取組を進めています。 

具体的には、河川の護岸や調節池の整備を加速するとともに、木造住宅密集地

域の延焼を遮断する特定整備路線の整備や道路の無電柱化など、災害に強い都市

づくりを推進しています。また、災害時に命の道となる首都圏三環状道路や、都

市の骨格を形成する幹線道路など、東京の経済活動を支える道路ネットワークの

整備を進めるとともに、ボトルネック対策となる連続立体交差事業を推進してい

ます。 

同時に、こうした都市インフラのストック効果を長期間にわたって発揮できる

よう予防保全型管理を導入し、施設の長寿命化と維持管理費用の低減、平準化を

行うとともに、デジタル技術を活用することで、日常管理や災害時の対応を効率

化・高度化させていきます。 

当建設事務所では、局事業を積極的に推進し、豊かな自然を活かした活力と魅

力あふれる北多摩北部の実現のために、地域と密接に連携し、道路・河川の着実

かつ効果的な整備と適正な維持管理に、職員一丸となって取り組んでまいります。 





〔事業期間：平成25年7月30日～令和９年3月31日〕

街路の整備事業

小平都市計画道路３・２・８号府中所沢線



街路の整備事業

国分寺都市計画道路３・２・８号府中所沢線
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事業延長 L=約2500m

旧市役所跡地

オーバーパス部

アンダーパス部

交通開放区間 L=約1560m

令和7年2月17日（月)交通開放

工事が進む国分寺３・２・８号線（西武国分寺線立体交差部付近）
令和４年８月撮影



街路の整備事業

令和6年5月撮影

令和7年6月撮影

[ 工事中 ]

東村山都市計画道路３・４・15の２号新東京所沢線 [清瀬橋]

東村山都市計画道路３・４・15の２号新東京所沢線 [上清戸]

[ 工事中 ]



すいすい三ツ木交差点

〔整　備　前〕

交通安全施設の整備事業

（都道162号：武蔵村山市三ツ藤三丁目）

〔整　備　後〕



　　　　 　　 　

路線名　　：　主要地方道府中相模原線（第20号）

路面補修事業

 路線名　　：　主要地方道府中清瀬線（第15号）小金井街道

 工事場所 ：　東京都小平市花小金井五丁目地内から同市花小金井三丁目地内

＜路面補修工事（５北北の１５）＞

〔補修後〕

〔補修前〕

街路樹植栽事業

工事場所 ：　国立市泉三丁目地内から同市矢川三丁目地内

＜街路樹植栽工事（６北北の１）＞

〔補修後〕

〔補修前〕



路線名　　：　一般都道八王子国立線（第256号）甲州街道

工事場所 ：　国立市谷保地内

＜国立一小前歩道橋＞

〔塗替え塗装：　補修後〕

路線名　　：　主要地方道立川青梅線（第29号）新奥多摩街道

工事場所 ：　立川市柴崎町六丁目地内

橋梁維持事業

〔補修前〕

無電柱化事業

〔整備後〕

〔整備前〕



河川整備事業 
 

下谷橋調節池工事 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳瀬川整備工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔埼玉県所沢市大字本郷地内～東京都清瀬市下宿一丁目地内〕 

 

〔東久留米市大門町二丁目地内～同市浅間町二丁目地

 



 

空堀川整備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

柳瀬川護岸補修工事 
 

 

 

 

〔東大和市蔵敷三丁目地内～同市芋窪五丁目地内〕 

〔清瀬市下宿二丁目地内：令和 5年 6 月の大雨による被害を応急復旧〕 
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Ⅰ 概　　要

１ 北多摩北部建設事務所の概要

　北多摩北部建設事務所の所管区域は東京都の北多摩北部に位置し、西には瑞穂町、

福生市と、東には西東京市、小金井市、府中市と、南には多摩川を挟んで八王子市、

日野市と、北側は埼玉県に接している。

　所管しているのは、立川市、昭島市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、

東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市の10市である。

令和７年４月１日現在（東京都総務局「東京都の人口（推計）」による。）

※ 所管管内の各市の詳細は、「資－１ 面積と人口」を参照。

55,,551144,,444411

66..8866%%

77..6644%%77,,660066,,885500

都都  全全  体体
ととのの比比率率

662277..5511 22,,119999..9944

(1) 事務所の所管区域

(2) 面積と人口

表－１ 面積と人口

558811,,332288

多多  摩摩  部部
ととのの比比率率

区区 部部 都都 全全 体体

2277..9944%%22,,008800,,660099

管管 内内

115500..8811 1133..0000%%11,,115599..8811

人人  口口  密密  度度

面面　　　　　　　　積積

世世　　  帯帯  　　数数

人人　　　　　　　　口口 11,,220077,,112299

88,,000044

多多 摩摩 部部

－－ －－33,,770022 66,,446644

1144,,222200,,220000 88..4499%%

1155,,778844

99,,990044,,55995544,,229933,,667711 2288..1111%%

地地 域域

区区 分分

奥多摩町

檜原村

青梅市

日の出

あきる野

八王子市

羽村市

瑞穂町

福生市

昭昭島島市市
立立川川市市

武武蔵蔵村村山山
東東大大和和

日野市

国国立立市市

多摩市

町田市

稲城市

府中市

小小平平市市

東東村村山山

清清瀬瀬市市

東東久久留留米米市市

小金井市

調布市

三鷹市

西東京

武蔵野市

練馬区

杉並区

世田谷区
狛江市

板橋区

中野区

豊島区

北区

足立区

荒川区

文京区
台東区墨田区

葛飾区

江戸川区

江東区

新宿区

渋谷区

目黒区

大田区

品川区

港区

千代田

中央区

国国分分寺寺市市

(人)

(㎢)

(人/㎢)
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２ 事務所の機構

大正09年05月01日 北多摩郡役所（北多摩郡府中町9264番地）内に「東京府府中土木出張所」

を併設する。

昭和17年06月30日 北多摩郡役所及び東京府府中土木出張所を廃止する。

昭和17年07月01日 東京府北多摩地方事務所を設置し、その土木課として発足したが改修工事

部門は三多摩工事事務所として立川市錦町に新設独立し、西多摩、南多摩、

北多摩の全地域を所管する。

昭和18年08月01日 都制施行に伴い、東京都北多摩地方事務所土木課に名称変更し、北多摩全

域を所管する。その後、三多摩工事事務所の廃止に伴い、改修工事部門を

併合する。

昭和39年08月01日 土木課が北多摩地方事務所から分離独立し、東京都北多摩建設事務所とし

て新たに発足する。

昭和48年04月01日 建設局の組織改正により北多摩建設事務所と第三特定街路建設事務所を廃

止し、立川市ほか９市を所管する北多摩北部建設事務所を立川市柴崎町

（現在地）に、また、調布市ほか７市を所管する北多摩南部建設事務所を

府中市内に分割して設置する。

昭和63年04月01日 多摩都市モノレール道の整備を進めるため、上記10市のほか、多摩、八王

子、日野の３市を所管区域とするモノレール課を新設する。

平成元年４月１日 南北道路の計画調査を進めるため、三鷹、武蔵野、調布、保谷、田無、府

中、福生の７市を所管区域とし、課の名称を道路モノレール課と改める。

平成02年04月01日 道路モノレール課を廃止し、道路モノレール用地課、道路モノレール工事

課を設置する。

平成03年04月01日 多摩都市モノレール事業並びに多摩南北道路の計画調査を推進するため、

東京都道路モノレール建設事務所を立川市錦町に設置する。

平成07年06月19日 北多摩北部建設事務所、道路モノレール建設事務所の合同庁舎として新庁

舎が立川市柴崎町（現在地）に完成する。

平成13年04月01日 道路、河川事業の見直しにより、用地第一課、用地第二課を統合し用地課

となる。

平成16年04月01日 都庁機構改革による管理工区の再編により、５工区から小平、立川、東村

山の３工区となる。

令和 3年 4月 1日 多摩都市モノレール延伸整備事業を推進するため、工事第一課に道路

モノレール設計担当を設置する。

令和 4年 4月 1日 多摩都市モノレール延伸整備事業を推進するため、用地取得に係る執行体制

を見直し、用地第一課、用地第二課を設置する。

令和 6年 4月 1日 多摩都市モノレール延伸整備事業を推進するため、工事第一課に道路

モノレール工事担当課長を設置する。

(1) 沿　　革
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　組織は、所長のもとに、副所長（庶務課長兼務）、７課、１担当課長、３専門課長、

71課長代理（担当）、３工区、１工事事務所で構成され、職員総数は226名である。

（管内市からの派遣研修生7名を含む。）

（庶　務　担　当）
・人事・給与及び福利厚生、公文書の収受等事務
・公有財産の管理、広報及び公聴、その他庶務全般

（経　理　担　当）
・予算・決算及び会計、現金及び有価証券の出納保管
・物品資材の調達、工事・修繕その他の契約、物品出納保管

（検　査　担　当）
・工事及び工事用材料等の検査

（道 路 管 理 担 当）
・道路区域の決定・変更及び供用開始並びに廃止
・しゅん功道路の引継ぎ、車両制限令に基づく認定事務
・自費工事施行等の承認
・道路占用の許可、道路（事業予定地等を含む）の管理
・道路占用料及び負担金の徴収

（道 路 台 帳 担 当）
・道路台帳の整理保管及び道路統計
・道路区域の決定・変更及び供用開始並びに廃止
・しゅん功道路の引継ぎに伴う技術的調査
・道路幅員証明、道路区域の標示及び証明
・局事業に係る公有財産の境界確認・確定
・国有財産（国土交通省所管のものに限る）の境界確認・確定

（河 川 管 理 担 当）
・河川台帳の保管、河川等の占用・使用許可
・自費工事施行等の承認、河川保全区域の行為制限
・河川等（事業予定地等を含む）の管理
・流水等の占用及び負担金の徴収

（監  察  担　当）
・道路及び河川の機能の保持に係る監察
・車両制限令基づく取締り、道路及び河川の占用工事の監察
・自費工事の承認に係る工事監査
・その他道路及び河川等に係る監察

（工 事 調 整 担 当）
・道路工事及び道路占用工事の調整

（調　整　担　当）
・道路・河川等に係る事業用地の取得に伴う連絡調整
・土地等の評価及び損失補償額の調整
・土地収用法手続の連絡調整

（用　地　担　当）
・道路・河川等に係る事業用地の取得
・土地等の評価及び損失補償額の算定

（用 地 専 門 課 長）
・用地取得事務に係る専門事項についての助言及び助力
・特に所長の命を受けた事項

（調　整　担　当）
・道路（新青梅街道）等に係る事業用地の取得に伴う連絡調整
・土地等の評価及び損失補償額の調整
・土地収用法手続の連絡調整

（用　地　担　当）
・道路（新青梅街道）等に係る事業用地の取得
・土地等の評価及び損失補償額の算定

（用 地 専 門 課 長）
・用地取得事務に係る専門事項についての助言及び助力
・特に所長の命を受けた事項

(2) 組織と分掌事務

所　　　　長

庶 務 課

管 理 課

用 地 第 一 課

用 地 第 二 課
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（工　務　担　当）
・道路・橋梁等の新設、改築工事に係る工程管理及び連絡調整
・道路・橋梁等の引継ぎ、地下埋設物及び占用物件の移設
・市町村土木補助工事（道路関係）
・都市計画法の規定に基づく周知事務、都市計画相談

（環 境 対 策 担 当）
・事業計画上の環境対策、工事施行上の環境問題等に係る住民
　及び関係機関への説明

（道路モノレール環境対策担当）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事に係る事業計画上の環境対策、
　工事施行上の環境問題等に係る住民及び関係機関への説明

（道路モノレール調整担当）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事に係る地下埋設物
　及び占用物件の移設

（設 計 総 括 担 当）
・道路、橋梁等の新設・改築に伴う計画調査及び設計

（設　計　担　当）
・道路、橋梁等の新設・改築に伴う計画調査及び設計

（道路モノレール設計担当）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事に係る調査及び設計

（道路モノレール施設設計担当）
・都市モノレール及びこれに関連する施設の工事に係る調査及び設計

（計　画　担　当）
・都市計画道路の事業化に係る調査及び調整

（工 事 総 括 担 当）
・道路、橋梁等の新設・改築に伴う工事の施工及び監督
・工事設計変更及び積算の照査

（工　事　担　当）
・道路、橋梁等の新設・改築に伴う工事の施工及び監督
・工事設計変更及び積算の照査

（道路モノレール工事担当）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事の施工及び監督
・工事設計変更及び積算の照査

（測　量　担　当）
・道路、橋梁等の新設・改築に伴う測量
・建築に係る道路境界線等の測量

（道路モノレール測量担当）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事に伴う測量
・建築に係る道路境界線等の測量

（道路モノレール工事担当課長）
・都市モノレール及びこれに関連する道路の工事に関すること

（工　務　担　当）
・河川等の工事に係る工程管理及び連絡調整
・河川占用等の技術指導及び河川等の引継ぎ
・水防、防災無線の管理、市町村土木補助工事（河川関係）
・都市計画法の規定に基づく周知事務、都市計画相談

（設　計　担　当）
・河川等の工事に伴う計画、調査及び設計

（工 事 総 括 担 当）
・河川工事、工事の設計変更及び精算の照査
・河川等の工事に伴う占用物件の移設

（工　事　担　当）
・河川工事等の測量、調査、工事の施工及び監督
・工事の設計変更及び精算

（維　持　担　当）
・河川の防災、しゅんせつ、その他の維持工事
・設計及び精算の照査、維持工事に伴う占用物件の移設
・河川管理施設の操作

（測　量　担　当）
・河川等の工事に伴う測量、建築に係る河川境界線等の測量

（柳瀬川･落合川工事事務所）
・河川工事の測量、調査、工事の施工及び監督
・工事の設計変更及び精算

工 事 第 一 課

工 事 第 二 課
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（工　務　担　当）
・道路、橋梁等の維持補修に係る工事の進行管理及び連絡調整
・道路、橋梁及びこれらの附属物に関する調査
・道路占用及び沿道掘さく等の技術指導

（電線共同溝整備担当）
・補修課施工電線共同溝事業の指導調整
・道路整備保全公社施工電線共同溝の指導調整
・既存ストック（東電・NTT）電線共同溝の指導調整

（設　計　担　当）
・道路、橋梁及びこれらの附属物の維持補修に伴う計画、調査
　及び測量、設計

（工　事　担　当）
・道路、橋梁及びこれらの附属物の維持補修に伴う工事
・工事の設計変更及び精算の照査
・街路樹、緑地帯等の調査設計及び工事

（小平工区・立川工区・東村山工区）
・工区内の各種工事の測量・調査・施工・監督
・工事の設計変更及び精算
・道路・河川の軽易な占用・使用許可申請の受理
・道路及び河川の構造並びに機能の保全、道路の巡回点検

表－２ 事務所の所在地

東 村 山 工 区

 〒189-0003
  東村山市久米川町 4－32－8

 042-393-4111
 042-393-8529

東 村 山 市

清 瀬 市  Fax 042-395-7599
東 久 留 米 市

立 川 工 区

 〒190-0014
  立川市緑町 3233－2
　　　（防災センター内）

 042-529-0020
立 川 市

昭 島 市  Fax 042-529-8138
国 立 市

小 平 工 区

 〒187-0032
  小平市小川町 1－1091

 042-343-0415
 042-343-9867小 平 市

国 分 寺 市

 Fax 042-344-5720東 大 和 市

武 蔵 村 山 市

北多摩北部建設事務所
 〒190-0023
  立川市柴崎町 2－15－19

 042-540-9501

 Fax 042-525-9746

柳 瀬 川 ・ 落 合 川
工 事 事 務 所

 〒203-0014
   東久留米市東本町 9－13

 042-473-8445

 Fax 042-473-8373

電 話 番 号

補 修 課

工 区

名 称 所 在 地
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表－３ 職員の配置

道路モノレール環境対策担当

道路モノレール調整担当

※ 工区長及び工事事務所長は「課長代理」欄に計上。

※ 用地第一課・用地第二課には、管内５市(７名)の派遣研修生を含む。

庶

務

課

1 1 2

12

4

管

理

課

1 3 8 2 1

1 2

道路モノレール施設設計担当

1計画担当

道路モノレール工事担当 1 1

課・担当名

管 理 職 一 般 職 員
再任用
(再掲)

合計
会計年度
任用職員 総計

事務 技術
事務 技術 技能

業務課長代理 担当 課長代理 担当 専門職 ｱｼｽﾀﾝﾄ職

1 2 15

庶務担当 　 2 1 4 1 7 2 9

2 2 7 1 2

1 5

検査担当  1 1 1 1

経理担当 1 3

3

道路台帳担当 1 1

27

道路管理担当 1 1 4 6 2 1 9

15 10 2

7

河川管理担当 1 3 4 1 5

2 4 1

5

工事調整担当 1 1 1

監察担当 1 1 2

用
地
第
一
課

2 9 16 2 3

用地担当 8 13 2

29 1 30

調整担当 2 1 3 2 1 8 1 9

21 21

用
地
第
二
課

3 22 23 3 1 51 2 53

調整担当 3 2 3 3 11 2 13

用地担当 20 20 1 40 40

工

事

第

一

課

2 18 19 1

環境対策担当 1

1

工務担当 2 1 1

1 1

39 1 5 45

4 1 2 7

1

1

1 1

1 2

1 2

6

道路モノレール設計担当 4 6 10

設計総括担当 1 2

1 4

設計担当 2

10

4 6

2

1 1

3工事総括担当 1 2

2 2

測量担当 1 2 3 3

工事担当 1 1

道路モノレール測量担当 1 1 1 2 2

工

事

第

二

課

1 7 8 16 1 2 19

工務担当 1 1 1 5

設計担当 1 3 4 4

1 1

3 1 1

2 2

工事担当 1 1 1 2

工事総括担当

2 2

測量担当 1 1 2 2

維持担当 1 1

柳瀬川・落合川工事事務所 1 1 2 2

補

修

課

1 4 9 14 1 1 16

工務担当 1 1 1 3 1 4

電線共同溝整備担当 　 1 1 1

5

設計担当 1 5

工事担当 1 3

6 6

1 3

4 1

4 1 1 6

立川工区 1 3 2 2 6 1 2 9

小平工区 1

※ 用地第一課・用地第二課管理職欄には、それぞれ用地専門課長を含む。工事第一課管理職欄には道路モノレール工事担当課長１名を含む。

合 計 6 6 36 54

4 1 1 6

35 51 2 9 190 17 19 226

工

区

3

東村山工区

令和7年4月1日現在
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３ 事業の概要 

 

(1) 概  要 

ア 道 路 整 備 

北多摩地域は五日市街道、青梅街道など東西方向の街道を中心に都市化が進展した

ことから、南北方向の道路整備が遅れ、道路ネットワークが未だ不十分である。さら

に、現況道路の整備水準も低く、交通の処理、安全確保に大きな課題を残している。 

道路ネットワーク整備の遅れは慢性的な交通渋滞を招き、活発な社会活動を阻害し

多大な経済損失を生じさせ、さらに環境面に負荷を与える要因にもなっている。 

一方、高度情報化、国際化、高齢化、余暇時間の増大等が進み、人々の生活様式や

価値観が多様化したことにより、生活や生産の様々な面で質の高いサービスが望まれ

るようになった。 

また、東日本大震災の発生を契機として、防災機能を向上した安全・安心な都市の

実現がより一層求められている。 

このような背景と社会情勢の変化を踏まえ、「2050 東京戦略」、「東京における都市

計画道路の整備方針」、「第４次交差点すいすいプラン」等に位置づけられた道路につ

いて、多摩南北主要５路線を中心に、道路事業、街路事業、安全施設事業等により整

備を進めている。 

当所においては、多摩南北主要５路線のうち４路線を所管しており、このうち八王

子武蔵村山線は平成 20 年５月に JR 青梅線との立体交差部である「中神立体」が、ま

た、府中清瀬線は平成 21 年５月に西武池袋線との立体交差部である「清瀬立体」が完

成したことで管内区間は開通している。 

今後の事業展開としては、南北道路の府中所沢・鎌倉街道線（国分寺 3・2・8、小

平 3・2・8、東村山 3・3・8）、立川東大和線（立川 3・3・30、国立 3・3・15）及び東

西道路の新青梅街道（立川 3・2・4）等の整備に重点的に取り組んでいく。 

街路整備事業では、府中所沢・鎌倉街道線の国分寺 3・2・8、小平 3・2・8、東村山

3・3・8、及び立川東大和線の立川 3・3・30、並びに新青梅街道の立川 3・2・4、福生

3・4・4 のほか、国分寺 3・4・6、昭島 3・2・3、埼玉都県境の東村山 3・4・15 の 2

等の整備を進めている。 

道路・橋梁整備事業では、都道 144 号線の玉川上水に架かる小川橋の改良及び前後

区間の拡幅整備を進めている。 

安全施設事業では、主 4 号、主 7 号、都道 226 号、都道 227 号等の計画的な歩道整

備を進めている。 

また、平成６年度に「第４次交差点すいすいプラン」が策定され、当所の所管は 12

箇所で、このうち継続７箇所は事業中である。 

今後も渋滞解消に向け、整備を進めていく。 

多摩都市モノレールは、上北台駅からＪＲ箱根ケ崎駅方面への延伸事業を進め、多

摩地域のアクセス利便性の向上を図る。 
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<<資料編>> 

資－２ 管理道路一覧 

資－３ 市別管理道路現況 

資－４ 都市計画道路の整備状況 

資－５ 都市計画道路事業認可箇所 

 

イ 河 川 整 備 

当所管理の河川は、近年の急激な都市化によって流域の保水機能が著しく低下する

など安全度が低下し、洪水の量は増え続けてきた。加えて、河川沿いにまで宅地化が

進行し、河川からの溢水がそのまま水害に結び付く状況になっている。 

流域住民からはその整備促進が強く望まれてきたが、河川の整備は下流より行い、

上流からの洪水を安全に流すことが基本となる。しかし、当所が管理する河川は、そ

の多くが河川の上流部に位置し、管内の事業の進捗は下流部の整備状況の影響を直接

受けることとなる。 

そのため、整備を進めるにあたっては、下流部の埼玉県に対し、柳瀬川の整備促進

について要請することとあわせ、以下の施策を積極的に進めている。 

管内の流域においては、河川改修等による治水施設の整備促進のみならず、流域の

開発計画、土地利用計画等との調整をはかり総合的な治水対策を講ずることが必要で

ある。そのため、管内荒川水系の新河岸川流域及び多摩川水系の残堀川流域について

は国から「総合治水対策特定河川」の指定を受け、流域整備計画を策定し、事業を進

めてきた。さらに河川法（平成９年改正）に基づく河川整備計画を策定し、現在、空

堀川、奈良橋川、柳瀬川などにおいて整備を行っている。 

また、下流への影響を防止しつつ河川改修事業を促進するため、本格的な河道の拡

幅改修と併せて黒目川黒目橋調節池のような大規模な地下調節池や空堀川における暫

定的な河道内調節池等を設置し、効果的に治水安全度の向上を図り、水害の早期解消

に取り組んでいる。 

また、河川整備にあたっては従来からの治水を目的とした改修事業に加え、自然環

境にも配慮した多自然川づくりに積極的に取り組んでおり、河川管理用通路や旧河川

敷を利用した親水護岸の設置や河川管理用通路の植栽の工夫など、うるおいある地域

に親しまれる川づくりを進めている。 

<<資料編>> 

資－15 管理河川一覧 

資－16 河川予定地指定箇所 
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表
－

４
 
事

業
別

令
和

６
年

度
執

行
実

績
及

び
令

和
７

年
度

執
行

予
定

調
書

（
単

位
：

千
円

）

用
地

・
補

償
工

事
委

託
委

託
(
協

定
)

そ
の

他
計

用
地

・
補

償
工

事
委

託
委

託
(
協

定
)

そ
の

他
計

8
,
2
4
7
,
7
0
0

6
,
1
1
4
,
1
7
8

4
,
4
0
6
,
2
7
9

3
,
0
5
3
,
1
8
0

1
8
7
,
3
5
8

2
2
,
0
0
8
,
6
9
5

1
1
,
0
9
6
,
4
0
8

3
,
4
7
1
,
0
6
6

1
,
3
6
0
,
5
3
7

1
,
2
0
2
,
4
9
8

2
1
5
,
2
8
9

1
7
,
3
4
5
,
7
9
8

道
路

管
理

費
0

0
4
6
,
0
0
0

0
0

4
6
,
0
0
0

0
0

2
8
,
4
0
2

0
0

2
8
,
4
0
2

道
路

維
持

費
0

4
0
3
,
4
0
7

9
7
3
,
8
8
9

0
1
8
6
,
8
7
1

1
,
5
6
4
,
1
6
7

0
3
3
5
,
8
0
6

6
2
3
,
0
0
6

0
2
1
2
,
5
9
9

1
,
1
7
1
,
4
1
1

橋
梁

維
持

費
0

3
8
8
,
7
0
7

1
3
,
0
0
0

0
0

4
0
1
,
7
0
7

0
1
3
3
,
5
5
5

2
8
,
0
7
7

0
0

1
6
1
,
6
3
2

道
路

補
修

費
0

2
,
5
7
7
,
1
9
0

1
2
7
,
8
1
0

0
0

2
,
7
0
5
,
0
0
0

0
1
,
3
7
5
,
2
4
5

4
8
,
7
6
1

0
0

1
,
4
2
4
,
0
0
6

交
通

安
全

施
設

費
7
0
4
,
7
0
0

3
5
4
,
0
6
4

1
9
0
,
8
4
9

1
,
7
8
8
,
7
0
0

0
3
,
0
3
8
,
3
1
3

3
3
0
,
0
5
3

3
8
6
,
0
9
3

1
1
0
,
6
8
5

9
5
5
,
2
5
6

6
8
3

1
,
7
8
2
,
7
7
0

道
路

整
備

費
3
7
0
,
0
0
0

4
6
,
7
0
0

5
3
,
1
0
0

0
0

4
6
9
,
8
0
0

0
3
1
,
8
8
4

8
,
1
7
9

0
0

4
0
,
0
6
3

街
路

整
備

費
7
,
1
7
3
,
0
0
0

2
,
2
8
5
,
6
0
0

2
,
9
7
4
,
1
0
0

5
6
9
,
4
8
0

0
1
3
,
0
0
2
,
1
8
0

1
0
,
7
6
6
,
3
5
5

1
,
1
1
8
,
3
3
0

4
9
2
,
4
2
4

1
0
9
,
9
4
6

2
,
0
0
7

1
2
,
4
8
9
,
0
6
2

橋
梁

整
備

費
0

5
8
,
5
1
0

2
7
,
5
3
1

6
9
5
,
0
0
0

4
8
7

7
8
1
,
5
2
8

0
9
0
,
1
5
3

2
1
,
0
0
3

1
3
7
,
2
9
6

0
2
4
8
,
4
5
2

3
1
2
,
0
0
0

1
,
5
8
8
,
1
5
0

7
3
6
,
6
0
0

4
6
,
5
0
0

1
9
0
,
5
7
7

2
,
8
7
3
,
8
2
7

3
6
5
,
9
6
1

1
,
3
1
7
,
7
7
4

3
4
5
,
3
2
0

1
0
7
,
2
0
6

6
6
,
0
4
2

2
,
2
0
2
,
3
0
3

河
川

維
持

費
0

6
0
,
0
0
0

3
5
3
,
5
0
0

4
6
,
5
0
0

1
4
,
9
0
0

4
7
4
,
9
0
0

0
1
7
,
9
9
8

2
0
5
,
5
5
4

4
6
,
4
6
4

1
0
,
7
3
5

2
8
0
,
7
5
1

水
防

費
0

0
0

0
4
,
6
7
7

4
,
6
7
7

0
0

0
0

4
,
7
8
3

4
,
7
8
3

河
川

防
災

費
0

2
1
4
,
1
5
0

8
,
1
0
0

0
0

2
2
2
,
2
5
0

0
2
3
1
,
4
7
6

1
9
,
1
4
2

0
4
8
1

2
5
1
,
0
9
9

河
川

環
境

整
備

費
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

中
小

河
川

整
備

費
2
9
0
,
0
0
0

1
,
3
1
4
,
0
0
0

3
7
5
,
0
0
0

0
1
7
1
,
0
0
0

2
,
1
5
0
,
0
0
0

3
0
7
,
2
7
1

1
,
0
6
8
,
3
0
0

1
2
0
,
6
2
4

6
0
,
7
4
2

5
0
,
0
4
3

1
,
6
0
6
,
9
8
0

用
地

会
計

2
2
,
0
0
0

0
0

0
0

2
2
,
0
0
0

5
8
,
6
9
0

0
0

0
0

5
8
,
6
9
0

8
,
5
5
9
,
7
0
0

7
,
7
0
2
,
3
2
8

5
,
1
4
2
,
8
7
9

3
,
0
9
9
,
6
8
0

3
7
7
,
9
3
5

2
4
,
8
8
2
,
5
2
2

1
1
,
4
6
2
,
3
6
9

4
,
7
8
8
,
8
4
0

1
,
7
0
5
,
8
5
7

1
,
3
0
9
,
7
0
4

2
8
1
,
3
3
1

1
9
,
5
4
8
,
1
0
1

合
　

　
　

　
計

　
　

　
　

　
　

　
　

区
分

　
科

目

７
　

年
　

度
　

執
　

行
　

予
　

定
　

額
６

　
年

　
度

　
執

　
行

　
実

　
績

　
額

道
路

事
業

河
川

事
業
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Ⅱ 道  路 

 

１ 道路の現況 

当所管内の国道、都道及び市道を含めた公道面積は、管内面積の 11.3％（道路率）であ

る。このうち、当所で管理する都道は、資－２のとおり主要地方道 13 路線、一般都道 25

路線（保谷狭山自然公園自転車道を含む）の計 38 路線で、令和６年４月 1 日現在、延長約

226km となっている。 

 

２ 道路の管理 

道路の管理に万全を期することによって、初めて十分に道路の機能を発揮することがで

きる。そこで、事故防止・迷惑工事防止対策として、監察業務や道路工事調整会議を充実

する。管内の渋滞解消策として、道路整備の一層の促進を図るとともに、すでに整備され

ている道路については有効かつ適切な管理を行っていく。 

また、社会構造や生活様式の多様化に合わせ、道路の管理にあたっては従来にも増して

よりきめ細かな配慮とスピードを重視した的確な事務処理を行っていく。 

さらに、役割分担の観点からは、地域内道路化した都道の市への移管を進め、効率性の

観点から事業予定地の有効活用に努め、公平性の観点から不法占用を是正するとともに占

用料の滞納整理を積極的に行う。 

当所における管理業務の概要は以下のとおりである。 

 

(1) 道路の区域決定（変更）及び供用開始事務  

道路の区域は道路を構成する敷地の幅と長さによって示し、道路法の適用範囲を特定

するものである。道路整備事業の着手に先立ち、道路管理上、最も重要な行為である区

域決定（変更）の告示を行い、工事完了後、一般の用に供するために、供用開始の告示

等を行っている。令和６年度は表－５のとおりである。 

 

表－５ 道路区域決定（変更）及び供用開始実績 

27.88ｍ

面　　積

19.75㎡

延　　長

1,072.97ｍ 16,309.72㎡

箇　所　数

供　用　開　始 １箇所

区域決定（変更） ５箇所
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(2) 道路占用 

ア 占用許可及び承認事務 

道路は、本来一般交通の用に供されるものであるが、産業経済の発展及び人口の増

加に伴い、電気、ガス、下水道等が道路下に埋設されることもその目的になっている。 

これらの道路占用に際しては、道路本来の機能を阻害しないように十分検討し、必

要な条件を付して占用を許可するとともに、これに伴う占用料の徴収事務を行ってい

る。 

令和６年度占用許可等実績は表－６、また、過去５箇年の占用料の徴収実績は  

表－７のとおりである。 

 

表－６ 令和６年度道路占用許可等実績 

 

 

表－７ 道路占用料徴収実績 

収 入 額

令和６年度

516件

537件

調 定 件 数

令和３年度 599件

令和４年度

264,490千円

263,976千円

262,054千円

291,846千円

令和２年度

262,658千円

641件

令和５年度 539件

事 項

年 度

 

令和６年度実績
占用許可等区分

占 用 許 可

2.3

通 信 事 業

ガ ス 事 業

下 水 道 事 業

そ の 他 企 業

3.4

5.0

0.4

5.5

100

一 般 占 用

10.5

7.7

1,961

170

115

合 計

自 費 工 事 承 認

沿 道 掘 削 協 議

261

358電 気 事 業

3,395

14

79

185

件 数

252 7.4

3,302

構 成

97.3

57.8

水 道 事 業

件 ％
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イ 監督事務 

道路の掘さくを伴う占用工事は、各工区の指導のもとに施行し、原則として道路占

用者から監督事務費を徴収している。 

過去５箇年の徴収実績は表－８のとおりである。 

 

表－８ 監督事務費徴収実績 

30,821千円

令和２年度

令和４年度

令和６年度 135件

令和３年度 156件 56,484千円

令和５年度 136件 33,021千円

調 定 件 数 収 入 額

147件

161件

32,800千円

60,033千円

事 項

年 度

  

 (3) 道路台帳 

道路法第 28 条及び同法施行規則第 4 条の 2 の規定により、路線の認定（指定）、道路

区域の決定（変更）の公示及び供用開始の公示に基づき、道路台帳の調製、補正を行う

こととしている。 

道路台帳は、道路台帳平面図、地下埋設物台帳平面図、道路敷地構成図及び各調書か

らなっており、当所における道路台帳平面図は整備されているが、区域線等が不明の箇

所もあるため、道路工事、民間からの申請による境界確定、道路区域線標示の実施及び

工事による台帳平面図の補正の際に明確にするよう努めている。 

地下埋設物台帳平面図は、道路工事、地下埋設工事の実施に伴い、各施行者からしゅ

ん功図面及び調書の提出を求め、次年度に補正している。 

道路敷地構成図は、昭和 50 年度から道路敷地調査測量を実施し作成を進めているが、 

令和６年度末整備率は管内道路の 95.1％となっている。 

なお、境界確認・確定事務は各建設事務所において、平成 20 年 4 月から処理を行って

いる。 

令和６年度の処理実績は表－９のとおりである。 
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表－９ 令和６年度 道路区域関係事務処理実績 

6,083

2,030

3,781

計

道 路 敷 地 調 査 測 量

146

2

公 共 用 地 境 界 線 確 定
（ 民 間 申 請 確 定 ）

132

272道路区域線標示及び証明

事務処理内容（事項別） 件 数

12

延 長 m

 

 

(4) 道路監察 

道路本来の目的を達成するため監察業務を行っている。現在、道路・河川を含めて常

時巡回し、道路については下記の事項について監察している。 

① 道路に関する不法占用を監察すること 

② 道路に関する禁止行為を監察すること 

③ 道路上の工事を監察すること 

④ 道路の損傷またはその誘引となる事象について監察すること 

⑤ 沿道区域における工事等について、道路が影響を受けないように監察すること 

⑥ 車両制限令に基づく取締りに関すること 

⑦ 災害等の緊急措置及び情報の連絡に関すること 

⑧ その他道路に関する事柄について監察すること 

 

ア 日常パトロール 

管内の全路線を５コースに分け、週１回の巡回を標準として定期的に実施している。 

イ 合同パトロール 

悪質な道路の不法占用などについて、必要に応じて警察署等と合同パトロールを実

施し、適正化に努めている。 

ウ 夜間パトロール 

工事の適正な施工と事故防止・安全確保のため、各種工事の現場で夜間パトロール

を実施している。 

エ 占用工事事故防止対策 

道路上の工事で事故が発生した場合、作業員や第三者への事故だけではなく、ライ

フラインにも重大な損傷を与えることがある。占用工事の事故防止対策の観点から、

一定規模以上の工事について、工事着手前に「事故防止対策事前協議」を占用者と行

い、必要な指示をするなどして事故防止に努めるとともに、協議以外の占用工事を含

め、工事に起因する事故を未然に防止すべく占用企業者及び現場への行政指導も強力

に推進している。 
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オ 不適正看板等の適正化事業 

看板等の適正化については、令和７年度についても、引き続き適正化に努める。 

また、道路の環境にも配慮した公平な維持管理の観点から、地元市、所轄警察署、

地元商店会、自治会等との連携を強め、捨て看板等の撤去に協力している。 

 

カ その他 

管内の監察業務の補助として、平成 10 年度にバス会社５社との情報連絡の「覚書」

を締結し、バス路線である都道上における交通支障物件等の発見の際に、連絡を受け

ることとしている。 

なお、令和６年度の道路監察実績は表－10 のとおりである。 

また、車両制限令による幅の制限をしている道路は表－11 のとおりである。 
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表－10 令和 6 年度 道路監察実績 

措

置

状

況

時間（時間） 829時間

監

察

事

項

不 法 占 用 16件

行 政 指 導 98件

そ の 他
の 措 置

767件

指

導

件

数

指 導 内 容 処理内容

掘

さ

く

復

旧

路

面

覆

工

保

安

施

設

そ

の

他

行

政

指

導

行

政

処

分

占

用

者
延長（km） 12,221km

監
察
内
容

監

察

箇

所

数

指

導

箇

所

数

道路の損傷関係 1件

路

線

監

察

回数（回） 275回

東京電力

計

道路占用工事（道路工事区域を含む）監察

箇所 箇所 件 件 件 件 件 件 件 件

NTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内

訳

道 路 1件

水道局 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附 属 物 0件

下水道局 0 0 0 0 0 0取 締 り 件 数 812件 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

禁 止 行 為
（ 捨 て看 板 等 ）

774件
東京ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沿 道 区 域 0件

市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

車 限 令 0件

沿道区
域工事

0 0 00 0

0

2 0 0

00 0 0 0

0 0 0監 督 処 分 0件 0 0 0 0その他

3 0 0 0 0 00 0 0 0
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表－11 車両制限令による幅の制限道路一覧 

5,620合 計 6 路線　　9 箇所

550 2.0
 　〃　美園町1-3 まで

一230 小平停車場小川新田線
 小平市仲町182 から

610 1.7
 　〃　福島町2-25 まで

一153 立 川 昭 島 線
 昭島市福島町2-1 から

1,000 2.0
 　〃　中1-14 まで

一145 立 川 国 分 寺 線
 国立市西1-18 から

800 1.7
 東村山市恩多町1-47 まで

800 1.7
  　 〃　本町3-8 まで

一127 秋 津 停 車 場 線
 東村山市秋津町1-4 から

一129 東 村 山 東 久 留 米 線

 東村山市栄町1-33 から

 東村山市恩多町3-28 から

510 1.7
 　　〃　  神宝町2-3 まで

480 1.7
 　 〃　 秋津町5-12 まで

 　　〃　  金山町2-8 まで

制 限 幅
整理番号

主 24 練 馬 所 沢 線

 清瀬市元町1-6

 東久留米市神宝町1-4 から

190 1.7

 東久留米市氷川台2-37から

都 道
都 道 名 区 間 延 長

680 1.7

ｍ ｍ

 

 

 

 

 

((55))  道道路路上上工工事事のの調調整整業業務務  

アア  道道路路工工事事調調整整会会議議  

道路上で行われている工事には、道路管理者が行う道路拡幅や舗装修繕等工事の他に、

占用企業者が行う上下水道、電気、通信、ガス等のライフラインの維持管理や整備のた

めの占用工事がある。これらの工事は、都市生活を支えるうえで重要な工事であるが、

一方では、沿道住民や道路利用者に大きな影響を及ぼすものである。そこで、管内で行

われる道路上工事の計画を合理的に調整することにより、道路の無秩序な使用や不経済

な掘り返しを防止し、都民の生活環境向上をはじめ、円滑な交通の確保並びに事故の防

止を図るべく、定期的に道路工事調整会議を開催している。この会議は、当所工事担当

課等の道路管理者及び上記主要５企業に代表されるライフライン企業者等のほかに、所

轄警察署等の交通管理者で構成され、会議に提案されたすべての道路上工事について、

道路管理者工事の優先施工を前提に企業者間の競合調整等を図りながら、年間及び四半

期毎に開催している。道路上工事調整の流れは以下のとおりである。 
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道道路路上上工工事事調調整整のの流流れれ  

 

（毎年12月頃開催）

（毎年3月頃開催）

（毎年6・8・12月頃開催）

四半期見直し計画

（占用企業者）

工 事 計 画 検 討
情報交換

管理者工事計画説明会

工事計画追加/変更

年間当初計画

年間見直し計画

工事計画策定

工事計画追加/変更年間道路工事調整会議

工事計画追加/変更

工 事 計 画 策 定
年間当初提案

（道路管理者）

道路工事調整会議(年3回)
四半期見直し提案

道路工事調整会議

競合工事の企
業者間調整

競合工事の企
業者間再調整

事業進捗状況
による見直し

事業進捗状況
による見直し

 

イイ  道道路路上上工工事事のの実実施施状状況況  

道路上において路面下の掘削工事や路面上で様々な作業を行う場合、必要に応じて車両や

歩行者の通行規制を実施しているが、毎年、車両交通に影響する車線規制を伴う工事に限り、

その実施日数を工事施工者別に毎月集計(表-12)しており、年末・年始及び年度末の交通混雑

期の工事抑制状況や年度ごとの変動を図-1 のようにグラフ化して確認している。 

グラフ中の着色部のように、年末・年始及び年度末について、占用企業者等の協力による

工事抑制が図られていることがわかる。 

 

表－12  道路上工事実施日数集計表（年度別・月別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）・上記の日数には、道路工事調整会議の対象とならない小規模工事は含まれない 

・道路管理者工事とは、北多摩北部建設事務所の工事第一課、工事第二課、補修課等が施工する 

工事をいう 

（日） 
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・占用企業者工事とは、ライフライン主要５企業（都上下水道、市上下水道、東日本電信電話㈱、 

東京ガス㈱、東京電力パワーグリッド㈱）等が施工する工事をいう 

 

 

図－１  道路上工事実施日数集計グラフ（年度別・月別） 
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３ 道路の維持補修 

 

道路・橋梁・設備等の道路施設を良好な状態に保ち、安全で快適な道路の通行を確保

するため、維持補修に努めている。 

これら施設等の維持補修は、道路施設の劣化・損傷等の不具合箇所について、迅速に

機能の保全を図る維持事業と、計画的に修繕・更新等を行う補修事業を組み合わせ、適

切な管理を行っている。 

  

(1) 維持事業 

ア 道路及び附属物並びに緑の維持と保守（道路維持） 

道路を安全な空間として保持するためには、舗装、立体施設、擁壁、排水施設等

からなる道路及び道路附属物（街路灯、道路標識、防護柵等）を日々適切な状態と

しておく必要がある。 

また、快適な道路空間の創出には、木陰を演出する街路樹や人にやさしい緑の適

切な管理が必要となる。 

道路の維持事業は、道路巡回点検等により発見した道路施設の不具合箇所や都民

などからの情報のもと、応急的な対応が必要な箇所の補修を行っている。 

道路巡回点検では、立川工区に直営班、東村山工区に委託の巡回点検班を配置し、    

人の目と道路損傷検出システムによる機器の目を用い、道路施設等の不具合箇所の

早期発見、緊急対応措置を行っている。 

また、植樹帯や緑地の定期的な除草や剪定などの維持管理に加え、枯損木の更新

や施肥など状況に応じた対応により健全な緑の維持に努めている。   

令和６年度における道路巡回による不具合箇所の発見は、管内で 1,253 件にのぼ

る。（図－２） 

また、都民等からの要望は、路面や各道路施設の補修、側溝のしゅん渫、高木の

剪定、路面清掃まで多岐にわたり、その都度適切に対応している。（表－13） 

以上のような日常の維持管理のほか、大規模事故や不測の事態に対応するため、

夜間、休日の連絡態勢をはじめ、大雨、雪害などの異常気象時や震災時における態

勢を常時整えている。
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図－２ 令和６年度 巡回点検実績 

 

 

 

表－13 令和６年度 都民の声 

項目                     　　　　　　　　　　　工区 小平 立川 東村山 計

工事等、事業執行に関するもの 4 6 20 30

歩道や路面の損傷箇所の補修等 67 75 139 281

街路樹の剪定等 111 41 122 274

側溝等、排水施設に関するもの 3 9 16 28

街路灯の不点灯等 23 13 35 71

道路附属物（防護柵・標識・ミラー等） 57 38 26 121

道路施設等の不正使用（投放棄等） 50 52 86 188

その他（他の管理者に起因） 32 55 43 130

計 347 289 487 1,123
 

 

 

   

 巡回点検 巡回点検班による応急対応         剪定作業状況 
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イ 橋梁の保守（橋梁維持） 

橋梁（歩道橋等含む）についても、道路と同様、日常点検により良好な状態の保

持に努めている。経年や通過交通の繰り返しにより各部位の劣化、損傷などに対応

するため、破損部の修繕、舗装補修、塗替塗装、排水設備の清掃等の対策を講じて

いる。管内の橋梁の概要は表－14 のとおりである。 

管内管理橋梁一覧  資料―６ 一般橋現況調書 

資料―７ 横断歩道橋・人道橋 

 

表－14 一般橋梁・歩道橋・人道橋 

    

 

 

 

(2) 補修事業 

ア 道路面の補修（路面補修） 

交通振動などの苦情・陳情の多くは、路面性状の悪化・劣化が原因となっている。 

日常的な維持作業で対応できなくなった箇所については、巡回点検時の路面状況

の把握に加えて、定期的な路面性状調査における結果や過去の補修履歴、路線の特

性などを判断材料として、車道の舗装体系に基づき、住民要望や地域特性を加味し

たうえで路面補修を実施している。 

  

路面補修にあたっては、機能回復に留まらず、時代のニーズを踏まえて可能な限

りの改良を加えることとし、特に沿道環境対策として、夜間の交通騒音が環境基準

を超える管内幹線道路については、低騒音舗装を舗設するなど舗装構造の質的向上

を図っている。 

更には路面補修に併せて、現道内において歩道の設置・拡幅、歩道勾配の改善や

段差の解消などを行うほか、排水施設改修に併せて側溝を暗渠化するなど、快適な

歩行空間の確保およびバリアフリー化を視野に入れて歩道の改善を推進している。 

資料－８ 令和６年度路面補修工事実施箇所 

資料－９ 令和７年度路面補修工事予定箇所 
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イ 道路の緑化（道路補修、道路緑化） 

安全、安心な道路の確保に加え、快適な都市環境の創出及び道路景観の向上等を 

目指し、状況に応じて道路区域内に街路樹ますや植樹帯を設置して道路緑化の推進

に努めている。 

また、道路に植栽されている樹木は、自然の状態で生育している樹木と異なり、

厳しい環境下で生育しているため、生育不良等による倒木の可能性がある。 

このため、活力が著しく衰退したものや一部にキノコが発生しているものなどに

ついては、街路樹診断を行い、不健全と判断されたものについては伐採・撤去して

若木への更新や適切な樹種等への植え替えを実施している。 

施施工工前前  施施工工後後  

施施工工前前  施施工工後後  
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管内の街路樹及び歩道植樹帯（低木・芝等）の規模は表－15 のとおりである。 

表－15 街路樹等歩道植樹帯 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     窪街道 街路樹の充実化              

  

 

 

ウ 橋梁の補強・改修（橋梁整備） 

橋梁整備事業では、日常点検のほか健全度調査を定期的に実施し、補修が必要と

された橋梁については、損傷・老朽化の状況を把握したうえで総合的な判断により

工法を選定して補修、補強、改良を実施している。 

地震に強い都市づくりの一環として、落橋防止、橋脚の補強といった耐震補強対

策は、平成２７年度に完了している。 

現在は、今後予想される橋梁の更新への対応

として、既に実施した耐震・耐荷補強に加え、

耐疲労性・耐腐食性を含めた橋梁の長寿命化対

策を計画的に実施している。 

今年度は、栄町陸橋、武蔵国分寺陸橋の長寿

命化工事を実施中である。 

 
橋梁の点検状況 

野猿街道 街路樹の補植 

志木街道 街路樹診断 
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エ 道路施設の保守・改修（道路施設保守・更新） 

道路施設は多岐にわたっており、トンネル、立体交差、地下歩道等に加え、多摩

地域では唯一の共同溝がある。 

これらには、それぞれ排水設備や照明設備等とともに警報監視装置が設置され、

事故や故障等の異常時には必要な情報を知らせることで、常に安全な機能確保に 

努めている。 

これら道路施設の維持保全や機能向上を図るため、定期的に健全度調査を実施し、

この結果に基づいて施設や設備の補修、改修を実施している。 

また、既設の街路灯については、消費電力の少ないＬＥＤへの転換を進めている。 

なお、管内の道路施設（トンネル及び立体等）は、表－16 のとおりである。 

 

表－16 道路施設（トンネル及び立体等） 

   

 

 

 

 

 

 

 

名　　　　　称 路 線 名 設 置 場 所
延長

　　（ｍ）
備　　　考

昭島つつじが丘立体 　(一162)  三ツ木八王子線 　昭島市つつじが丘三 35.0 排水場、警報装置

清瀬立体 　(主40)　さいたま東村山線 　清瀬市松山一 64.0 排水場、警報装置

芝山立体 　(主40)　さいたま東村山線 　清瀬市元町二 50.0 排水場、警報装置

玉川上水立体 　(主43)　立川東大和線 　立川市幸町六 225.0 排水場、警報装置

立川立体 　(主16)　立川所沢線 　立川市曙町一 44.0 排水場、警報装置

松原立体 　(一220)　昭島停車場熊川線 　昭島市松原町一 44.0 排水場、警報装置

小平グリーンロード立体 　(一248)　府中小平線 　小平市天神町二 56.5 　警報装置

中神立体 　(主59)　八王子武蔵村山線 　昭島市玉川町二 29.5 　警報装置

殿ヶ谷戸立体 　(一133)　小川山府中線 　国分寺市南町一 17.3 　警報装置

美住歩行者トンネル 　(主5)　新宿青梅線 　東村山市美住町二 11.0

美住陸橋下地下歩道 　(一253)　保谷狭山自転車道 　東村山市美住町一 34.2

武蔵大和トンネル 　(一253)　保谷狭山自転車道 　東大和市清水二 35.0

谷保地下歩道 　(一256)　八王子国立線 　国立市谷保 20.0

立川共同溝 　(主43)　立川東大和線 　立川市高松町一 2,576.0 排水場、警報装置
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立川共同溝内部 

 

 

オ 無電柱化事業（安全施設 無電柱化） 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を

目的として、電線共同溝の整備による無電柱化を推進している。 

無電柱化することで、台風や地震などの災害において電柱の倒壊や、電線が垂れ

下がるといった被災が無くなり、緊急車両の通行や迅速な救護活動に寄与する。ま

た、歩行者、車いす利用者などが移動しやすい歩道環境へと改善され、電線・電柱

が乱立する風景から美しい街並みへと生まれ変わる。 

令和 3 年 6 月に改定された東京都無電柱化計画に基づき東京都無電柱化推進計画が

策定され、都市計画道路等の整備に合わせて実施するほか、現道部においては第一

次緊急輸送道路や利用者の多い主要駅周辺の路線を選定して計画的に整備を進めて

いる。   

補修課直営箇所の立川所沢線(主 16 号)立川通りでは、道路延長約 600ｍの無電柱

化が完了し、残る 300ｍ区間を整備していく。また、電線共同溝整備のノウハウを有

する政策連携団体（公益財団法人 東京都道路整備保全公社）や、既存ストックを活用す

るため東電タウンプランニング株式会社、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

に整備を委託して無電柱化を推進する。なお、現道部における無電柱化推進計画は、

表－17 のとおりである。 
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表－17  無電柱化推進計画(現道部)

施工者 工区名 路線名 整備箇所 整備延長(m)

補修課 高松町 立川所沢線(主16号)立川通り 立川市曙町2～同市高松町2 1,800

補修課 恩多町(未着手) 新宿青梅線(主5号)新青梅街道 東村山市恩多町2～同市栄町1 1,500

公社 立野 新宿青梅線(主5号)新青梅街道 東大和市狭山5～同市芋窪5 4,400

公社 大沼町 府中清瀬線(主15号)新小金井街道 小平市大沼町4～東久留米市滝山4 1,100

公社 柴崎町 立川青梅線(主29号)新奥多摩街道 立川市柴崎町6～同市富士見町6 3,600

公社 福島町 立川青梅線(主29号)新奥多摩街道 昭島市郷地町3～同市福島町2 2,460

公社 天王橋 八王子武蔵村山線(主59号)多摩大橋通り 昭島市中神町～立川市一番町4 3,700

公社 中神 八王子武蔵村山線(主59号)多摩大橋通り 八王子市小宮町～昭島市玉川町5 1,900

公社 回田町 府中小平線(一248号)新小金井街道 小平市回田町～同市天神町4 3,800

東電 南町 新宿青梅線(主5号)新青梅街道 東久留米市南町2～東村山市恩多町2 7,100

東電 下清戸 さいたま東村山線(主40号)新小金井街道 清瀬市下清戸2～同市中清戸1 2,990

東電 一番町 八王子武蔵村山線(主59号)多摩大橋通り 立川市一番町4～武蔵村山市三ツ藤1 3,850

NTT 未定(未着手) 府中清瀬線(主15号)新小金井街道 東久留米市滝山6～同市小山5 4,500

NTT 昭島田中町 立川青梅線(主29号)新奥多摩街道 昭島市大神町3～同市田中町1 2,500

NTT 大沼町錦城高校前 府中小平線(一248号)新小金井街道 小平市大沼町3～同市大沼町5 900

46,100

※施工者は変更となる場合がある。

※整備延長とは、電線共同溝を道路片側、或は両側に整備した延長を加算したものである。

計

 

 

カ 自転車通行空間の整備 （安全施設 自転車通行） 

自転車は、広く都民に利用される重要な交通手段の一つであり、近年、日常的な

近距離の移動だけでなく通勤時における比較的長い距離の移動や健康増進のための

サイクリングなど自転車の利用が拡大してきている。その一方で、自転車関連事故

が増加しており、歩行者、自転車、自動車それぞれの安全と安心が確保された道路

空間の創出が求められている。 

こうした背景を踏まえ道路管理者と

して各市、交通管理者等と連携し、自

転車通行空間の整備を進めており、平

成 29 年度には、昭和記念公園南側の一

般都道 153 号で自転車レーンの整備を

行った。また、主要地方道 43 号芋窪街

道は、令和４年度から、玉川上水立体

～東大和市上北台 1 の整備を行い、引

続き立川市泉町～玉川上水立体におい

て事業中である。 

       

 

 

 

都道 43 号 芋窪街道 
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キ 多摩都市モノレール 

管内には多摩都市モノレールが主要地方道 43 号（芋窪街道）に沿って敷設され、

全線のうち東大和市の上北台駅と立川市の多摩川左岸まで管内では延長約７ｋｍに

おいて営業されている。  

多摩都市モノレールは、東京都が軌道桁・支柱・停留場の骨格を形成する屋根や

柱のインフラ部を所有し、㈱多摩都市モノレール(以下多摩モノ)が営業にかかわる

車両や電気・通信設備・運転保安施設などのインフラ外部を所有している。 

これらの施設の維持管理については、協定に基づき多摩モノが定期点検及び維持

修繕を行っている。また、平成 10 年の開業から 27 年を経過しており、平成 24 年度

から桁の塗装や分岐器の補修など修繕サイクルに達した施設の計画的な修理を大規

模修繕として東京都が多摩モノに委託し施工している。  

 

 

(3) 異常気象時及び震災時における態勢 

ア 水防の態勢（暴風雨等への備え） 

所は管内各市に大雨警報が発表された場合、警戒配備の態勢をとり、道路に被害

が発生する恐れのある箇所については、速やかに情報の収集を行い現場状況に即し

た適切な対応を行っている。 

管内にはアンダーパスが９箇所あるほか、都市化による住宅地から道路への雨水

流出量の増加、また、河川及び雨水幹線が未整備な地域もあることなどにより、近

年の局地的集中豪雨により道路冠水がたびたび発生している。このため休日・夜間

を問わず補修課及び各工区は被害の拡大を最小限にとどめるため、監視に努めると

ともに道路冠水が発生した際には、地元警察署や単価契約業者と連携し通行止めの

処置などを行っている。 

また、台風時など強風が吹いた場合には倒木の処理や枝折れによる第三者事故の

防止のため巡回点検を行っている。 

 

  

     道路の冠水状況           倒木による被害の状況 
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   イ 雪害の態勢（大雪に対する備え） 

管内に大雪注意報が発表された場合、補修課及び各工区職員は参集し雪害対策 

計画書に基づき除雪作業の連絡態勢を整える。除雪対象箇所は路線の重要度の高い

区間、カーブや坂路などの危険箇所、歩行者の多い駅周辺部、凍結が発生しやすい

橋梁、通学時の横断歩道橋などを中心に重点的・優先的に作業を行う。 

管内は 38 路線と多くの管理路線を抱えているため、地元の雪害対策協力業者と連

携し、休日・夜間を問わず除雪作業等に備えている。 

 

  

雪害対策協力業者による除雪及び排雪作業の状況          

 

 

ウ 地震時の態勢（緊急道路障害物除去（啓開）作業）  

都内のいずれかで震度６弱以上の地震が発生した場合、管内協力業者はあらかじ

め決められた区間の緊急巡回を自主的に行うとともに、二次災害に危険が想定され

る箇所については必要に応じて応急措置を行うよう協定を締結している。 

緊急道路障害物除去（啓開）作業は、道路損壊、道路上への落下倒壊物、放置   

された車両などの障害物を除去し原則上下各１車線を確保し、避難・救護・救急対

策のため初期の緊急輸送機能の回復を図る重要な作業である。 

このため北多摩建設業協会をはじめ管内地元業者の協力を得て、地震発生時に迅

速に対応できるよう初動態勢を整えている。 

また、休日・夜間に管内で震度５強・弱の地震が発生した場合、補修課及び工区

職員は参集し、管内道路の点検を実施する。 
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４ 道路・街路の整備事業 

 

(1) 街路整備事業 

 

ア 国分寺 3・2・8／小平 3・2・8／東村山 3・3・8 号 府中所沢線 

府中所沢線は、府中市・国分寺市・小平市・東村山市を結ぶ多摩南北の幹線道路の

一つであり、全体延長 13.6km のうち 9.2km が当所の所管（国分寺市・小平市・東村山

市）である。 

 

ア－１ 国分寺 3・2・8（多喜窪通り～五日市街道間） （巻頭写真） 

本区間は、多喜窪通り（国分寺 3・4・3）から五日市街道（国分寺 3・4・10）まで

の延長約 2.5 ㎞であり、JR 中央線（道路オーバーパス）及び西武国分寺線（道路アン

ダーパス）との立体交差を含め整備を行う。 

旧都市計画の標準幅員 28ｍに環境施設帯を追加して 36ｍとする都市計画変更を行

い、平成 19 年 11 月に事業認可を取得した。 

事業区間のうち多喜窪通り(国分寺 3・4・3)から国分寺 3・4・6 まで約 1.1km の区間で

は、平成 22 年度から工事用搬入路工事に着手し、平成 29 年 3 月 16 日に交通開放を行っ

た。また、国分寺 3・4・6 から市役所通りまで約 460m の区間が令和 7 年 2 月 17 日に交通

開放を行った。 

<用 地> 平成 19 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 99％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 市役所通りから五日市街道までの区間では、平成 30 年度から令和 5 年度にかけ

て西武国分寺線直下のアンダーパス部及び取付擁壁工事並びにアンダーパス部

排水設備工事などが完成している。今年度は、残る街路築造工事、遮音壁設置工

事、道路照明設置工事などを進めていく。 
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ア－２ 小平 3・2・8（五日市街道～青梅街道間） （巻頭写真） 

本区間は、五日市街道（国分寺

3・4・10）から青梅街道までの延

長約 1.4 ㎞であり、国分寺 3・2・8

と同様、沿道環境に配慮した質の

高い道路整備を目指すこととして

いる。標準幅員は、本線４車線に

必要な車道幅員 16ｍの両側に 10ｍ

ずつの環境施設帯を設けた 36ｍと

して、整備を行うものである。 

これまで、小平市と連携して行

政連絡会において検討を進め、平

成 22年２月に都市計画変更素案の

説明会を行うとともに環境影響評

価調査計画書を提出し、平成 22 年

度に環境現況調査を実施した。 

平成 23 年 10 月に都市計画案及び環境影響評価書案の説明会を開催、12 月に測量説

明会を開催し現況測量に着手した。平成 24 年度は、11 月に環境影響評価書を提出す

るなど諸手続きを進めるとともに、12 月に都市計画変更を行い、平成 25 年 1 月には

事業概要及び測量説明会を開催し、用地測量に着手した。 

平成 25 年 7 月 30 日に事業認可を取得し、9 月 6 日に用地説明会を開催した。 

<用 地> 平成 25 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 84％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、今後の工事着手に向けて、関係機関との協議等を進めるとともに、道

路設計を進めていく。 
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ア－３ 小平 3・2・8（小川東） 

本区間は、西武拝島線小川駅から東村山市境までの 860ｍであり、西武拝島線との

交差方式を鉄道高架として整備する。 

平成 17 年３月に事業認可を取得し、鉄道交差部分については、平成 19 年 12 月に西

武鉄道と施行協定を締結した。平成 23 年２月には西武拝島線の下り線高架化を行い、

上り線高架化による踏切除却を平成 24 年 10 月に完了した。 

<用 地> 平成 17 年度から用地取得に着手し、平成 25 年度に完了した。 

<工 事> 西武線より南側は、平成 19 年度から街築工事に着手し、北側については、平成

22 年度より工事に着手し、平成 24 年度に車道の４車線化を行っている。平成 25

年度は電線共同溝工事を実施し、平成 26 年度は引込み連携管工事及び歩道整備

工事を行い平成 27 年 5 月に工事が完了した。 

 

 

 

ア－４ 東村山 3・3・8（本町） 

本区間は、新青梅街道（東村山 3･4･4）からさくら通り（東村山 3･4･27）までの延長

約 990m であり、西武新宿線の連続立体交差事業とあわせて街路整備を進めるものである。 

平成 24 年 3 月に事業概要及び測量説明会を開催し、現況測量に着手して、平成 25 年

11 月 25 日に事業認可を取得、12 月 12 日に用地説明会を開催し、事業に着手した。 

また、平成 25 年 12 月 10 日に東村山都市計画高速鉄道事業西武鉄道新宿線、西武鉄道

国分寺線及び西武鉄道西武園線の事業認可を取得した。 

<用 地> 平成 25 年度から道路整備保全公社にて用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得

率は約 97％である。今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 令和 4 年度より排水管設置工事や道路照明設置工事に着手し、今年度も引き続き、

継続する排水管設置工事を実施するとともに電線共同溝設置工事の着手に向け

て、関係機関との協議等を進めていく。 
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ア－５ 東村山 3・3・8（久米川） 

本区間は、さくら通り（東村山 3･4･27）から埼玉県境（二柳橋）までの延長約 1,740m

であり、現況測量及び用地測量、用地取得を東京都道路整備保全公社に委託して事業を進め

ている。 

平成 26 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 28 年 03 月 事業認可取得 

 平成 28 年 07 月 用地説明会 

<用 地> 平成 28 年度から道路整備保全公社にて用地取得に着手し、令和 6 年度末の取

得率は約 76％である。今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、関係機関との協議や道路設計を進めていく。 

N

事業認可区間 L = 1740 m    W = 22m

東村山駅
埼玉県
所沢市

至 所沢駅

東村山

第二中学校

本町二丁目

久米川町四丁目

久米川町二丁目

久米川町五丁目

久米川町一丁目

秋津三丁目

事業中区間
（本町）

梅岩寺

自動車教習所

東村山
工区

久米川
小学校

東京都
東村山市
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イ 立川 3・2・4 号、福生 3・4・4 号 新青梅街道線 

新青梅街道は、東京の都心部と多摩地域とを東西に結ぶ主要な幹線道路の一つであ

り、このうち、立川 3・2・4 及び福生 3・4・4 の 6.5km の区間（立川 3・3・30～瑞穂

町役場入口交差点付近）において、計画幅員 30ｍに拡幅整備を行うものである。なお、

本区間は、多摩都市モノレール延伸（上北台～箱根ヶ崎）の導入空間として計画され

ており、令和 7 年 3 月にモノレール延伸事業及び関連する都市計画道路が新たに都市

計画決定されている。 

 

 イ－１ 立川 3・2・4（第１工区） 

本区間は、東大和市上北台一丁目から武蔵村山市神明四丁目までの 1,100ｍである。 

平成 22 年 03 月 事業概要及び測量説明会 

平成 23 年 12 月 事業認可取得 

平成 24 年 02 月 用地説明会 

令和 ７年  5 月  事業概要及び用地測量説明会（駅拡幅部） 

<用 地> 平成 23年度から用地取得に着手し、令和 6年度末の取得率は約 75％である。

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、関係機関との協議や道路設計を進めるとともに、占用物件の支障

移設工事や歩道橋撤去工事、照明移設など準備工事を行う。 

 

 
 

イ－２ 立川 3・2・4（第２工区） 

本区間は、武蔵村山市神明四丁目から武蔵村山市中央一丁目までの 1,215ｍである。 

平成 26 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 28 年 2 月 事業認可取得 

平成 28 年 7 月  用地説明会 

令和 ７年 5 月  事業概要及び用地測量説明会（駅拡幅部） 
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<用 地> 平成 28年度から用地取得に着手し、令和 6年度末の取得率は約 68％である。

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、関係機関との協議や道路設計を進めるとともに、照明移設など準

備工事を行う。 

 

 

 

イ－３ 立川 3・2・4（第３工区） 

本区間は、武蔵村山市中央一丁目から武蔵村山市三ツ藤三丁目までの 1,575ｍである。 

        平成 25 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 27 年 3 月 事業認可取得 

平成 27 年 7 月 用地説明会 

令和 ７年 5 月  事業概要及び用地測量説明会（駅拡幅部） 

<用 地> 平成 27 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 74％（Ⅲ-2

工区）である。今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、本格的な工事着手に向け、関係機関との協議や道路設計を進める

とともに、占用物件の支障移設工事や照明移設など準備工事を行う。 
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イ－４ 立川 3・2・4（第４工区） 

本区間は、武蔵村山市三ツ木二丁目から武蔵村山市岸一丁目までの 1,175ｍであり、現況

測量及び用地測量、用地取得を東京都道路整備保全公社に委託して事業を進めている。 

平成 26 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 28 年 03 月 事業認可取得 

平成 28 年 06 月  用地説明会 

令和 ７年  5 月  事業概要及び用地測量説明会（駅拡幅部） 

<用 地> 平成 28 年度から道路整備保全公社にて用地取得に着手し、令和 6 年度末の取

得率は約 74％である。今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、関係機関との協議や道路設計を進めるとともに、占用物件の支障

移設工事や歩道橋撤去工事、照明移設など準備工事を行う。 

 

 

 

イ－５ 福生 3・4・4（第５工区） 

本区間は、西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字榎内川添から大字武蔵までの 1,430ｍであり、西

多摩建設事務所管内となっている。 

平成 22 年 10 月 事業概要及び測量説明会 

平成 24 年 7 月 事業認可取得 

平成 24 年 9 月  用地説明会 

令和 ７年 5 月  事業概要及び用地測量説明会（駅拡幅部） 

<用 地> 平成 24年度から用地取得に着手し、令和 6年度末の取得率は約 56％である。

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、関係機関との協議や道路設計を進めるとともに、照明移設など準

備工事を行う。 
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ウ 東村山 3・4・15 の 2 号 新東京所沢線 

本路線は清瀬市中清戸三丁目から清瀬市中里二丁目に至る都市計画道路であり、区

部の放射 7 号線から延伸され、区部及び北多摩北部地域と埼玉県所沢市を東西に結ぶ

重要な幹線道路である。 

 

ウ－１ 東村山 3・4・15 の 2（清瀬橋） 

本区間は、東村山 3・4・24（けやき通り）より柳瀬川までの 930ｍである。 

平成 16 年 11 月 事業説明会 

平成 16 年 12 月～平成 17 年 03 月 現況測量 

平成 17 年 07 月 用地測量説明会 

平成 18 年 07 月 事業認可取得（清瀬橋） 

平成 18 年 09 月 用地説明会（清瀬橋） 

<用 地>  平成 18 年度から用地取得に着手し、令和元年度に完了した。 

<工 事> 平成 25 年度から排水管設置工事に着手し、平成 30・令和元年度には道路排水管

の流末となる貯留施設工事を行い一部が完了した。令和元年度から 2 年度に擁

壁工事、令和 3 年度から令和 6 年度には電線共同溝整備工事、排水管工事、街

路築造工事を行った。今年度は、引き続き街路築造工事を進めていく。 

  N

事業認可区間  L = 930 m W=18m

上清戸区間

中里四丁目 　　中里三丁目

至 所沢

　　柳瀬川        　　中里四丁目 上清戸二丁目

中里二丁目

　　　　  小金井街道

け
や
き
通
り
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ウ－２ 東村山 3・4・15 の 2（上清戸） 

本区間は、東村山 3･4･7 から東村山 3･4･24（けやき通り）までの 660ｍである。 

平成 16 年 11 月 事業説明会 

平成 16 年 12 月～平成 17 年 03 月 現況測量 

平成 17 年 07 月 用地測量説明会 

平成 20 年 10 月 事業認可取得（上清戸） 

平成 20 年 11 月 用地説明会（上清戸） 

<用 地> 平成 20 年度から用地取得に着手し、令和 4 年度に完了した。 

   ‹工 事› 令和元年度から、けやき通りから志木街道の区間で電線共同溝工事に着手した。

今年度は、引き続き街路築造工事を進めていく。 

 

清瀬橋区間 事業認可区間  L = 660 m W=18m

北多摩保健 全龍寺
生協病院

中清戸一丁目

N

上清戸二丁目

至　清瀬駅

け
や
き
通
り

東
村
山
３
・
４
・
７

志
木
街
道

 

 

ウ－３ 東村山 3・4・15 の 2（中清戸） 

本区間は、埼玉県新座市境から東村山 3･4･7 までの 570ｍである。 

平成 28 年 02 月 事業概要及び測量説明会 

平成 29 年 01 月 事業認可取得 

平成 30 年 01 月 用地説明会 

<用 地> 平成 29 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 78％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 
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東京都清瀬市 埼玉県新座市

新堀一丁目

中清戸三丁目中清戸一丁目

神山公園

神山特別緑地
保全地区

神山特別緑地
保全地区

事業認可区間 Ｌ＝５７０ｍ Ｗ＝１８ｍⅡ期区間 埼玉県施行区間

N

 

 

エ 東村山 3・4・15 の 1 号 新東京所沢線 

本路線は、区部の放射 7 号線から延伸され、北多摩北部地域と埼玉県新座市及び所

沢市を東西に結ぶ重要な都市計画道路の一区間であり、埼玉県新座市から東久留米市

及び清瀬市を経由して埼玉県所沢市に至る都県境の幹線道路である。 

 

 

エ－１ 東村山 3・4・15 の 1（金山町） 

本区間は、東村山 3・4・20（浄牧院通り）から埼玉県新座市境までの延長 770ｍで

あり、隣接する埼玉県施行事業と連携して進めている。 

平成 28 年 09 月 事業概要及び測量説明会 

平成 30 年 02 月 事業認可取得 

平成 30 年 10 月 用地説明会 

  <用 地> 平成 30 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 60％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

 

東京都
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４
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エ－２ 東村山 3・4・15 の 1（神宝町） 

本区間は、東村山 3・4・20（浄牧院通り）から埼玉県新座市境までの延長 585ｍで

あり、隣接する埼玉県施行事業と連携して進めている。 

平成 30 年 02 月 事業概要及び測量説明会 

平成 31 年 03 月 事業認可取得 

<用 地> 令和元年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 96％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

<工 事> 今年度は、今後の工事着手に向けて関係機関との協議等を進めるとともに、道

路設計を進めていく。 

 

東久留米
新座市

東村山３・４・15の１

神宝町一丁目

事業認可区間 Ｌ＝585ｍ Ｗ＝１８ｍ

浅間町二丁目

大門町二丁目
東久留米市
スポーツセン

東久留米市
野草園

大門中学校

都営大門町二丁目
アパート

下谷公園

かなやま
第二広場

N

 

 

 

オ 東村山 3・4・11 号 保谷東村山線 

本路線は、西東京市・東久留米市・東村山市の各市を概ね東西に結ぶ幹線道路であ

り、全体延長 9.6km のうち 6.2km が当所の所管（東久留米市・東村山市）である。 

 

オ－１ 東村山 3・4・11（その２) 

東村山 3・4・11 は、交通渋滞の激しい所沢街道（主４号）のバイパス機能を担って

いる。小金井街道から東側 585ｍの（その１）区間から先行して事業を進め、続く西

東京市境までの 95Oｍ区間は、（その２）区間として平成 11 年度から街路整備事業と

して施工している。 

<用 地> 平成６年 12 月に事業認可を得て着手し、平成 16 年度で用地取得を完了した。 

<工 事> 平成 15 年度から、歩道整備工事に着手し、平成 19 年 12 月には、東村山 3・4・

18 との交差点までの区間の交通開放を行った。 
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同区間では引き続き平成 24 年度までに東村山 3・4・18 との交差部までの区間で

電線共同溝及び引込連系管工事を実施し、平成 25 年度には、植栽及び歩道舗装

工事を行い工事完了した。 

東村山 3・4・18 との交差点から西東京市境までの区間については、北南建管内

の西東京 3・4・9 と時期を調整したうえで整備していくこととし、平成 30 年度

までに電線共同溝整備工事を実施し、令和元年度から 2 年度にかけ街路築造工事

を実施した。 

令和３年 9 月には西東京 3・4・9 の整備区間と同時に交通開放を行い、950ｍの

全区間が開通した。 

 

  N

   事業認可区間 (その1)  L = 585 m 事業認可区間 (その2)  L = 950 m

至 所沢

              至 清瀬       所 沢 街 道

     南町 四丁目

至 新宿

前沢 一丁目

   小 南町 一丁目

    金
    井
     街 西東京 3･4･9

      道

南町小学校

      南町 三丁目    西東京市

            前沢 二丁目

 

オ－２ 東村山 3・4・11（青葉二丁目) 

本区間は、東村山市青葉町二丁目から東村山市久米川町一丁目までの 780ｍある。 

平成 23 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 24 年 12 月 事業認可取得 

平成 25 年 02 月  用地説明会 

<用 地> 平成 25 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 59％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 
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オ－３ 東村山 3・4・11（久米川) 

本区間は、東村山市久米川一丁目地内の 890ｍである。 

平成 26 年 11 月 事業概要及び測量説明会 

平成 28 年 02 月 事業認可取得 

平成 28 年 07 月  用地説明会 

<用 地> 平成 28 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 72％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

 

 

 

カ 立川基地跡地昭島地区周辺の関連街路 

立川基地跡地昭島地区では区画整理事業が進められ、東京都としても、この区画整理区域

に接続する３路線を整備中である。 

 

カ－１ 昭島 3・2・3 号 国営公園南線 

   国営公園南線は、周辺に広域避難場所である昭和記念公園の他、多摩地域の防災活動の

拠点となる立川地域防災センターが設置されており、救援物資輸送や避難路、緊急車両通

行の役割を果たすとともに、昭島市北部地域から立川駅北口方面のアクセスを強化する路

線である。 

当該路線のうち、昭島市中神町地内の富士見通りから主要地方道八王子武蔵村山線（第

59 号）までの延長約 430m について、平成 24 年 10 月に事業概要及び測量説明会を開催し、

平成 25 年 12 月 5 日に事業認可を取得している。 

平成 26 年 7 月に用地説明会を開催し、用地折衝を進めている。 

<用 地> 平成 26 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 61％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

   <工 事> 今年度も引き続き搬入路工事を行う。 
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カ－２ 昭島 3・2・11 号 国営公園西線 

昭島 3・2・11 号国営公園西線は、南北方向の交通円滑化や立川基地跡地昭島地区へアクセ

スするほか、災害時には広域避難場所である昭和記念公園への避難路、あるいは防災活動拠

点である立川広域防災基地からの緊急輸送道路としての役割を担う重要な道路である。 

当該路線のうち、昭和中学校交差点から昭和記念公園西交差点までの延長約 385m について、

平成 27 年 8 月に事業認可を受け、事業に着手した。 

平成 25 年 12 月 事業概要及び測量説明会 

平成 27 年 8 月 事業認可取得 

<用 地> 平成 28 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度で用地取得を完了した。 

   <工 事> 今年度は、関係機関との協議を進めるとともに、引続き切り回し道路工事を行

う。 
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カ－３ 立川 3・2・38 号 国営公園西線 

立川 3・2・38 号国営公園西線は昭島市境から立川 3・4・39 号線に至る全長約 1,310m の都

市計画道路であり、このうち区画整理事業の北側（昭島市境）から立川 3・2・16 までの延長

395m について平成 27 年 12 月に事業認可を受け、事業に着手した。 

平成 25 年 12 月 事業概要及び測量説明会 

平成 27 年 12 月 事業認可取得 

平成 28 年 06 月  用地説明会 

 <用 地> 平成 29 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 53％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 

 

 

キ 国分寺 3・4・6 号 小金井国分寺線 

小金井国分寺線は、国分寺市事業として昭和 41 年から事業を実施してきたが、市の財政上

などの理由から、都事業として行うこととなった。 

府中街道から完成区間まで 470ｍ（西武国分寺線交差区間）について、平成 25 年 4 月に東

京都事業として事業認可を取得した。 

〈用 地〉平成 25 年度から用地取得に着手し、令和元年度に完了した。 

〈工 事〉 令和 5 年度より工事用搬入路及び補償代行工事に着手し、今年度も引き続き、

工事用搬入路工事、排水管設置工事を進めていく。 
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ク 国分寺 3・4・3 号 国分寺駅国立線 

国分寺駅国立線は、国分寺駅と国立駅を東西に結ぶ延長 2.2km 幅員 16ｍの都市計画

道路である。 

府中 3・3・8 と府中街道の間は、一部区間で歩道も無く屈曲していることや、付近

に病院が多いこと等から整備要望の強い路線である。 

府中 3・3・8 付近から JR 武蔵野線付近までの 650m について、平成 12 年 12 月に事

業認可を受け事業に着手した。 

〈用 地〉平成 12 年度から用地取得に着手し、令和 2 年度に完了した。 

〈工 事〉平成 16 年度から、街築工事に着手した。 

平成 23 年度末までに府中 3･3･8 交差点付近の一部を除き、街築工事及び電線共

同溝工事を実施した。 

今年度は、残る箇所について引込連携管工事等を進めていく。 

 

 

ケ 東村山 3・4・18 号 新小金井久留米線  

新小金井久留米線は、小金井市・武蔵野市・西東京市・東久留米市の各市を南北に

結ぶ幹線道路であり、全体延長 7.8km のうち 3.3km が当所の所管（東久留米市）であ

る。このうち、北原交差点（西東京市北原町地内）への交通集中を緩和するため、東

村山 3・4・11 の整備とあわせ、所沢街道から新青梅街道間約 810ｍの整備を実施して

いる。 

  

ケ－１ 東村山 3・4・18（その２）  

本箇所は、（その１)区間(180m)の南側で、事業中の東村山 3・4・11 から新青梅街道

に至る延長 630ｍの区間であり、一部区間は平成 25 年 3 月に交通開放している。 

令和 4 年 1 月には、新青梅街道付近の約 110m の整備が完了し、630m の全区間が開

通した。 

.
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コ 国分寺 3・4・11 号 府中国分寺線及び府中 3・4・21 号 府中国分寺線 

本路線は、府中市、国分寺市、小平市を結ぶ、南北方向の幹線道路であり、緊急輸

送道路としての役割も担う重要な都市計画道路である。 

 

コ－１ 国分寺 3・4・11（東元町） 

本区間は、国分寺街道の栄町交番前交差点付近から一里塚橋付近までの延長約 720

ｍであり、地元市による周辺まちづくりの検討と連携して進めている。 

平成 28 年 2 月 事業概要及び測量説明会 

平成 31 年 3 月 事業認可取得 

令和元年 9 月 用地説明会 

<用 地> 令和 2 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 33％である。 

引き続き用地取得を進める。 
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サ 立川 3･3･30 号 立川東大和線 

立川東大和線は、多摩地域における南北方向の主要な路線であり、日野バイパス（国

立市）から、立川市を経由して青梅街道（東大和市）に至る、多摩地域の骨格を形成

する重要な都市計画道路である。 

このうち、多摩都市モノレールが併設されている北側区間は完成している。令和３

年度には、残る南側の未整備区間のうち立川市羽衣町二丁目（都道 145 号）から栄町

六丁目（泉体育館駅付近）までの約 2.5km 区間について、事業認可を取得した。 

なお、測量及び用地取得の一部を東京都道路整備保全公社に委託して事業を進めて

いる。 

令和元年 6 月 測量説明会 

令和 3 年 1 月 事業概要及び測量説明会（書面開催） 

令和 4 年 3 月 事業認可取得 

令和 4 年 11 月 用地説明会 

<用 地> 令和 4 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 13％である。 

引き続き用地取得を進める。 

 

 
 

 

 

(2) 道路・橋梁整備事業 

 

ア 一般都道東村山東大和線第 128 号（廻田、清水） 

本路線は、東村山市と東大和市とを結ぶ準幹線道路で、バス路線にもなっているが

幅員が狭く（7.5ｍ）歩道が未整備であり、特に赤坂橋付近は線形が急カーブで、かつ

交差点による交通渋滞が常時発生する区間である。 
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<用 地> 平成７年度から用地取得に着手し、令和 3 年度に完了した。 

<工 事> 平成 16 年度から工事に着手し、平成 27 年度には、急カーブ区間を含め整備が

完了している。 

今年度は、残る区間の街路築造工事を実施する。 

 

  

  

イ 主要地方道立川所沢線（第１６号）、一般都道中島十番線（第１４４号） 

本区間は、立川市幸町四丁目から小平市小川町一丁目に至る延長 1,020m であり、立

川３・４・２５、小平３・４・２４、小平３・３・３の３つの都市計画道路を整備す

るとともに、玉川上水を横断する小川橋を架け替える事業である。 

   平成 26 年 10 月 事業概要及び測量説明会 

      平成 27 年 08 月  事業認可取得 

   平成 27 年 12 月 用地説明会 

<用 地> 平成 27 年度から用地取得に着手し、令和 6 年度末の取得率は約 31％である。 

今年度も引続き用地取得を進める。 
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５ 交通安全施設整備事業 

 

(1) 交通安全施設 

管内の道路は、急激な都市化と増加する交通量により、主要幹線道路はもとより生

活道路にまで自動車があふれ、歩行者が危険にさらされるとともに交通渋滞を引き起

こしている。 

このため、住民や関係機関から道路の改善や拡幅に関する要望や苦情も多い。 

こうした現状を踏まえ、道路ネットワーク構築と合わせ、交通事故の防止と歩行者

等の安全確保のため、広い歩道の整備や歩道のバリアフリー化などを交通安全施設整

備事業により実施している。 

   
ア 歩道設置事業 

歩道は、歩行者の安全・快適な通行を保つ上で大変重要な施設の一つである。しか

し、未だ歩道がない箇所、あるいは狭い箇所が残っている。それらの箇所について、

車椅子がすれ違うことのできる２ｍ以上の幅員を有した、誰もが安心して歩くことの

できる歩道を設置するため、歩道整備事業を実施している。 

 

ア－１ 主４（全生園） 

本事業は、主要地方道東京所沢線（第４号）所沢街道のうち東村山市青葉町一丁目

から同市青葉町二丁目地内の延長 900ｍ区間において、現道路の両側に幅 2.5ｍの歩道

を新たに設置する事業である。 

〈用 地〉令和 6 年度末の取得率は約 62％である。 

今年度も引き続き用地取得を進める。 

〈工 事〉平成 19 年度から、用地取得済み箇所から順次歩道整備の工事を行っている。 
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ア－２ 一 227（大沼町） 

本事業は、一般都道小平停車場野中新田線（第 227 号）のうち小平市大沼町一丁目

から同市大沼町二丁目地内の延長 600ｍ区間において、現道路の両側に幅 3.5ｍの歩道

を新たに設置する事業である。 

〈用 地〉令和 6 年度末の取得率は約 93％である。 

今年度も引き続き用地取得を進める。 

〈工 事〉平成 29 年度から、用地取得済み箇所から順次歩道整備工事を行っている。 

 

 

 

イ 第４次交差点すいすいプラン 

東京都では、慢性的な交通渋滞を緩和するために、平成６年度当時、都市計画道路

の整備率が 40％であった多摩地域を中心に、比較的短期間に、少額の投資で効果が発

揮できる「交差点改良事業」を重点的に取り組むこととし、「交差点すいすいプラン１

００」を策定した。 

そのうち、当所では、計画最終年度の平成 16 年度までに、19 箇所で完成又は概成と

なった。 

この「交差点すいすいプラン１００」に引き続き、平成 17 年度に「第２次交差点す

いすいプラン」を策定、当所管内では 18 箇所が整備対象となった。平成 26 年度まで

に 2 箇所（松山三丁目、西東京警察病院入口）が完成した。 

また、平成 27 年 3 月には、「第三次交差点すいすいプラン」を策定しており、当所

管内では、新規 7 箇所、継続 9 箇所の計 16 箇所が対象となった。令和 6 年度までに 3 

箇所（三本榎、恋ヶ窪、北野中）が完成した。 

更に、令和 7 年 3 月には、「第４次交差点すいすいプラン」を策定しており、当所管

内では、事業中 7 箇所、未着手 5 箇所の計 12 箇所が対象となった。 
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イ－１ 主７（喜平橋） 

  本事業は、主要地方道杉並あきる野線（第７号五日市街道）と一般都道小川山府中

線（第１３３号）の交差する喜平橋交差点において交差点改良工事を行うとともに、

一般都道小川山府中線において歩道設置及び電線共同溝設置を行うものである。 

交差点改良工事は、五日市街道に左折レーンを設置するものである。 

 〈用 地〉令和 6 年度末の取得率は約 91％である。 

      今年度も引き続き用地取得を進める。 

 〈工 事〉平成 26 年度には企業者工事を進めており、平成 27 年度から平成 29 年度に

かけて、歩道設置及び電線共同溝設置を行った。令和元年度から歩道舗装

工事及び植栽工事を行っている。 

 

 

 

 

イ－２ 一 162（三ツ木） 

本事業は、主要地方道新宿青梅線（第５号新青梅街道）と一般都道三ツ木八王子線

（第 162 号）の交差する三ツ木交差点において交差点改良工事を行うとともに、一般

都道三ツ木八王子線において歩道設置及び電線共同溝設置を行うものである。 

交差点改良工事は、一般都道三ツ木八王子線に右折レーンを設置するものである。 

〈用 地〉平成 21 年度から用地取得に着手し、令和 2 年度に完了した。 

〈工 事〉令和 2 年度より東側の歩道設置工事及び電線共同溝工事に着手し、令和 6

年度は西側の歩道設置工事及び電線共同溝工事を完了させた。 
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N

至 新宿

三ツ木一丁目 三ツ藤二丁目
ｺﾝﾋﾞﾆ

    至 昭島

三ツ木一丁目 三ツ藤三丁目

    至 青梅

至 三ツ木 至 八王子
三ツ木

Ｌ＝３００ｍ歩道設置工事 電線共同溝工事

一１６２号

新
青

梅
街

道

 

 

イ－３ 一 226（野火止小入口） 

本事業は、一般都道東村山清瀬線と東村山 3･4･5 号線の交差点において交差点改良

工事を行うとともに、一般都道東村山清瀬線において歩道設置及び電線共同溝設置を

行うものである。 

交差点改良工事は、一般都道東村山清瀬線に右折レーンを設定するものである。 

   〈用 地〉令和 6 年度末の取得率は約 74％である。 

        今年度も引き続き用地取得を進める。 

   〈工 事〉平成 22 年度から歩道設置を行った。今年度も引続き交差点改良工事及び電

線共同溝工事を行う。 

  

N

恩多町三丁目 恩多町五丁目

野火止小学校 ヨークマート

恩多町三丁目 恩多町五丁目

L = 370m

至 東村山 至 清瀬

（
み
ち
ま
ち
）  

 

 

<<資料編>> 

資－12 令和６年度 交通安全施設事業の主な実施箇所 

資－13 令和７年度 交通安全施設事業の主な実施予定箇所 

資－14 第４次交差点すいすいプラン実施状況及び予定 
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６ 多摩都市モノレール延伸事業 

 

本事業は、多摩都市モノレールを上北台駅からＪＲ箱根ケ崎駅方面へ延伸するもので、東

大和市上北台一丁目地内から西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字狭山地内に至る、延長約 7.0 ㎞

の区間について、都市高速鉄道都市モノレール第１号線及び特殊街路（都市モノレール専用

道）を整備する。事業区間には、７箇所の駅を整備する予定である。 

 また、多摩都市モノレールの延伸に併せて、当該区間の都市計画道路（立川３・２・４号、

福生３・４・４号、福生３・４・１０号）の拡幅整備事業も進めていく。 

 この事業の実施により、ＪＲ箱根ケ崎駅から多摩センター駅までが繋がり、多摩地域の公

共交通ネットワークが強化されることで、多摩地域のアクセス利便性の向上が図られるとと

もに、沿線だけでなく多摩地域全体の活力や魅力の向上等が期待される。 

 

開業区間      多摩センター駅～上北台駅（延長約 16.0 ㎞） 

事業区間      上北台駅～ＪＲ箱根ケ崎駅（延長約 7.0 ㎞） 

輸送システム  跨座式モノレール 

定員          約 400 人（4 両編成） 

 

平成 12 年     運輸政策審議会答申において「平成 27 年までに整備着手することが妥当 

な路線」と位置づけ 

平成 28 年 4 月  交通政策審議会答申において「事業化に向けて関係地方公共団体・鉄道 

事業者等において具体的な調整を進めるべき路線」と位置づけ 

令和 4 年 10 月  都市計画素案説明会 

令和 5 年 12 月  都市計画案及び環境影響評価書案説明会 

令和 7 年 3 月  都市計画決定 

令和７年 5 月  事業概要及び用地測量説明会 

 

 

【計画平面図】 
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【標準横断図】 

                <一般部>                       <駅部 （仮称）No.1 駅～(仮称)No.6 駅> 
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Ⅲ 河  川 

 

１ 河川の現況 

当所が管理する一級河川は、管内を概ね南東に流れる多摩川水系２河川（残堀川、野川、

延べ延長約 12.6km）、概ね北東に流れる荒川水系６河川（柳瀬川、空堀川、奈良橋川、黒

目川、落合川、石神井川、延べ延長約 34.4km)で合計８河川（約 47km）である。 

また、市が管理する準用河川が荒川水系で１河川（北川約 3.2km）ある。 

ほかに河川法の適用を受けない普通河川が多数存在しており、これらは地方分権に伴い

市への引き継ぎが行われ、地元の市、または水利組合が管理している。 

現在、柳瀬川や空堀川など６河川では、中小河川整備事業として１時間 50 ミリの降雨に

対応するための護岸整備を進めており、令和６年度末現在の護岸整備済延長は 33.95km で

あり、整備計画延長に対する整備率は約 84％である。（資－15） 

未改修部分の川幅は３～７ｍ程度と狭く、

護岸は昭和 40 年代以前に構築されたものが

多く、老朽化が進むとともに洪水を流下させ

る能力が不足している。 

また、市街化の進展に伴う田畑や緑地の減

少などにより、雨水が地中に浸透しにくくな

り、雨が降ると短時間に雨水が下水道管など

を通して一気に河川に流れ込み、水害が発生

しやすい状況になっている。 

このような状況を改善するため、用地の取得や工事施工上の課題を解決しながら河川の

改修促進に努めているところである。また、荒川水系では下流埼玉県管理区間の整備と整

合を図りながら事業を進めていかなければならない状況にある。 

当所では、都県境付近に黒目川黒目橋調節池や柳瀬川金山調節池などの洪水調節池を整

備するほか、空堀川では下流からの改修とともに、上流部において将来の本川河道を先行

的に整備して暫定的に河道内調節池として利用する等、下流への洪水の増大を防止しつつ

護岸改修（河道整備）を進めている。さらに、これら河川の維持管理にも日頃より万全を

期している。 

整備に際しては、治水上の能力向上とあわせて、管理用通路を緑豊かな遊歩道として整

備し、旧川などのスペースがある箇所では緩傾斜護岸や階段を整備するなど、人々が水辺

に親しめる工夫を行うとともに、動植物の生息・生育環境にも配慮した多自然川づくりに

努めている。 

空堀川 念仏塚橋下流付近（未整備箇所、武蔵村山市） 
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２ 河川の管理 

自然公物である河川を適正に維持管理するため、次のような事務を行っている。 

(1) 許認可事務 

河川は公共物であって、本来他人の使用を妨げない限度において、一般公衆の自由な

使用に供されるものである。しかし、自由使用の範囲を越え、他人の使用を妨げ、また

は公共の利益に反するおそれがある使用等については制限が必要である。そのため、許

可事項として一定の規制を行っている。 

河川及び水路の占用許可等の件数は表－18 のとおりである。 

 

表－18 令和６年度 河川及び水路の占用等の件数 

（単位：件）

1,828 5 1,833

88 0 88

1,916 5 1,921

6 0 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,922 5 1,927

編 入 同 意

用 途 廃 止

計

そ の 他

交 換 寄 付

都 市 計 画 法 に
基づく同意 事項

自 費 工 事

河 川 水 路 合 計

占 使 用

小 計

新 規 等

継 続

河 川

種 別
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(2) 日常の維持管理事務 

住民からの要望や苦情に対する対応、河川敷に関わる不法占用及び不法投棄の処理な

どである。 

また、河川の水質異常事故に対して、関係部署と協力して迅速に対応している。 

 

(3) 財産管理事務 

財産管理事務の主なものは次のとおりである。 

① 河川整備工事に伴う旧川の利用計画作成・廃川告示等 

② 申請に基づく河川区域線を証明するための官民境界の立会い 

③ 用地取得後の事業用地の管理 

④ 河川用地と民地との交換 

⑤ 河川用地と他局用地との所管換え 

こうした維持管理及び財産管理を適正に行うため、河川区域図等の整備を進めている。

（令和６年度末の整備率：約 65％） 

 

(4) 河川監察 

主な項目は次のとおりである。 

① 河川護岸等の損傷の早期発見と事故の未然防止 

② 河川に関する禁止行為の発見と是正 

③ 河川用地の不法占用物件の発見と是正 

④ 河川への不法投棄の発見と除去 

近年、河川区域内の不法占用に対する監察の必要性が高まっており、建設局でも毎年

「不法占用等の実態調査」を実施している。 

日常管理においては、定期的に河川沿いを徒歩で巡回しており、不法占用等を発見し

たときは、関係各課・工区等と密接な連絡を取り、適切な措置を行っている。 

 

３ 中小河川整備事業 

 

(1) 残堀川 

残堀川は、西多摩郡瑞穂町の狭山ケ池に源を発し、南東に流れて武蔵村山市、昭島市

を貫流し立川市日野橋上流で多摩川に合流する延長 14.5km、流域面積 34.7km2の一級河

川である。中流部では国営昭和記念公園内を貫流している。 

このうち、延長 10.7km（多摩川合流点～瑞穂町境・下砂橋）が当所の管理区間である。 
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流域の大部分は立川段丘に属し、地形も比較的平坦であり、河道は立川ローム層に堀

込河道を形成しながら流下しているが、段丘の端部で約 10ｍの落差を形成している。 

本川の改修事業は、昭和 34 年から五日市街道の残堀橋より上流へ 5.36km にわたり暫

定改修工事を行い、昭和 38 年度に完成している。 

昭和 39 年度より、国営昭和記念公園下流端から多摩川合流点に至る区間の工事に着手

し、時間雨量 30 ミリ規模の改修が完了している。 

また、昭和 43 年３月 30 日に時間雨量 50

ミリ規模での全川改修が計画決定され、平

成 16 年度までに JR 中央線から西多摩郡瑞

穂町の下砂橋下流までの護岸が完成した。 

昭和 62 年度から進めた河床掘削につい

ても、平成２年度で下砂橋下流までの掘削

が完了し、国営昭和記念公園下流部より段

丘端部の落差までの間を除き、平成７年度

で当所の管理区間は、時間雨量 50 ミリ対応

の河川断面が概成した。 

なお、国営昭和記念公園下流部の河積狭小部の水害軽減については、昭和62年度、国

から同公園内の用地を借地し、暫定的に洪水調節池を設置した。 

しかしながら、当該箇所は公園計画上重要な場所に位置しており、平成30年度までの

暫定措置として土地を借用していたことから、恒久的な洪水調節機能を確保するため、

対岸の立川基地跡地・昭島地区において平成25年度より残堀川調節池（60,000ｍ3貯留）

の整備を進め、平成29年度に完成した。平成30年度に国営昭和記念公園内調節池を撤去

し、現況復旧して国に返還した。 

また、源流からの水量及び流域からの流入水量の減少、流水の地下浸透により、降雨

時を除き管内全川にわたり水涸れ現象が発生しており、住民及び流域自治体からは水辺

環境の改善を求められている。 

これらに対処するため、平成 13 年度から平成 20 年度にかけて西多摩建設事務所との

管理境の下砂橋下流から下流に向け河床に粘土張りを施すなど、流水を確保し環境保全

に努めている。 

 

立川橋上流付近（立川市） 
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(2) 黒目川 

黒目川は、小平市小平霊園付近に源を発し、東久留米市内を東流し、埼玉県境におい

て落合川と合流し、その後埼玉県内を流下し朝霞市で新河岸川に合流する延長 17.3km、

流域面積 37.6km2の一級河川である。 

このうち延長 4.3km、流域面積 18.6km2（落合川流域を含む）が東京都に属している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 38 年度に都県界から都橋･所沢街道（一級河川終点）までの 4.31km を都市計画決

定したが、下流埼玉県内が未改修のため、昭和 42 年度までは、用地取得を行ったのみで

本格的な改修工事を実施することができなかった。 

しかし、度重なる水害に早期改修を望む地元からの声が高まってきたため、埼玉県と

調整を図り、県内河川の流下能力に見合った暫定改修を昭和 43 年度から行うこととし、

昭和 57 年度に時間雨量 30 ミリ規模の工事を

完了した。 

また、昭和 57 年度に下流部から時間雨量

50 ミリ（下流埼玉県内の流下能力見合いで河

床高により時間雨量 30 ミリに調整）規模の護

岸改修工事に着手し、都橋下流右岸部分を除

く 4.27km が完成している。管理用通路には植

栽を行い、サイクリング道路等として開放し

地域の人々に親しまれている。 

さらに、黒目川と落合川との合流部に「黒目川黒目橋調節池」を設置し、都県境から

の流出量を現況の時間雨量 30 ミリに抑制しながら、流域の流下能力を時間雨量 50 ミリ

に引き上げることとし、平成４年 10 月から第一期の調節池工事に着手し、平成 14 年３

月に完成、同年４月より一期分（貯留量 159,400ｍ3）の供用を開始している。 

その後、平成 20 年度から第二期（貯留量 61,600ｍ3）の工事を再開し、29 年７月に総

貯留量 211,000 ㎥の調節池が完成している。 

   黒目川では、今後、暫定河床を解消し、治水能力を時間雨量 50 ミリ規模に引き上げて

降馬橋下流付近（東久留米市） 

黒 目 川 

黒目橋調節池 

河川延長 4．31 ｋｍ （都市計画延長 4．31 ｋｍ） 

整備済延長 （50ｍｍ／ｈ） 4．27 ｋｍ 

令和 7 年度工事予定箇所 



－ 59 －

いく。 

<用 地> 都橋下流右岸の一部を除き用地取得は完了している。 

<工 事> 神宝大橋上流の河床整備を行う。 

 

(3) 落合川 

落合川は、東久留米市八幡町に源を発し、東流して普通河川立野川を合流後、都県境

付近で黒目川に合流する延長 3.4km 流域面積 6.8km2の一級河川である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和44年に黒目川合流点から一級河川終点まで3.43kmの都市計画決定後、事業に着手

した。下流黒目川の改修工事との関連で当初は用地取得を先行させていたが、昭和47年

度から黒目川の改修規模に整合させて暫定改

修（時間雨量30ミリ対応）を進めてきた。黒

目川同様、昭和57年度に黒目川合流点から時

間雨量50ミリ規模の護岸改修工事に着手し、

平成22年度に護岸の整備が完成した。 

なお、整備にあたっては、沿川自治会や「川

の交流会」など地域の方々の意向を踏まえな

がら、できる限り自然環境に配慮し整備を進

めた。 

落合川では、不動橋調節池を今後整備する予定である。また、暫定河床を解消し、治

水能力を時間雨量 50 ミリ規模に引き上げていく予定である。 

落合川の下谷橋調節池（貯留量 9,500ｍ3）については、令和元年度から行った遺跡調

査に引続き調節池工事を実施し、令和６年度末より供用を開始している。 

 

毘沙門橋下流付近（東久留米市） 

落 合 川 
落 合 川 

黒目橋調節池 

河川延長 3．43 ｋｍ （都市計画延長 3．43 ｋｍ） 

整備済延長 （50ｍｍ／ｈ） 3．43 ｋｍ 

八
幡
橋 
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(4) 空堀川、奈良橋川 

空堀川は、武蔵村山市野山北公園に源を発し、東流して東大和市で奈良橋川を合流後、

東村山市、清瀬市を経て柳瀬川に合流する延長 15.0km、流域面積 26.8km2（奈良橋川流

域を含む）の一級河川である。 

奈良橋川は、武蔵村山市中藤にある番太池や赤坂池などの湧水を源水として東流し、

東大和市の高木橋付近で空堀川に合流する延長 2.9km の一級河川である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空堀川の改修は、横田米軍宿舎の排水及び水道局東村山浄水場の余水を放流するため、

昭和 32 年から昭和 40 年までに柳瀬川合流点から庚申橋間の工事を実施した。 

昭和 41 年には、都営村山団地の建設に伴う排水放流に備えて、庚申橋から団地放流口

までの約 1.8km の区間について工事を実施した。しかし、この改修規模は各排水放流に

対応するのが限度であり、洪水に対し十分でないことから、昭和 46 年 11 月都市計画決

定され、ただちに柳瀬川合流点から野行前橋間について事業化した。 

さらに、昭和 55 年度以降、順次上流に向け

て整備を進めており、現在、立野橋上流の区

間において工事を行っている。 

また、中・上流部の水害軽減を目的とし、

平成 14 年度までに５箇所の河道内調節池を

暫定整備し、約 11 万ｍ3の貯留を確保した（下

流から河道整備が進んだため、現在は２箇所

で約３万ｍ3である）。 

平成 10 年度末には、10 年余りに及んだ栄

町陸橋から浄水橋付近の護岸改修工事が完成し、水害に対する安全性が高まった。この

完成を記念して、毎年「川まつり」が地域の町会や商店街等が中心になって盛大に行わ

れ、空堀川が地域にとって水辺や緑を楽しめるかけがえのないものとなっている。 

空 堀 川 ・ 奈 良 橋 川 

12．65 km 

高
木
橋 

 

上砂・神明河道内調節池 

新青梅街道 

令和７年度工事予定箇所 

清瀬市  
新
宮
前
一
の
橋 

令和７年度工事予定箇所 

新宮前一の橋上流付近（東大和市） 
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奈良橋川では、平成 18 年度に宮前二の橋上流まで河川予定地を指定し、空堀川・奈良

橋川合流部を平成 21 年度に整備した後、上流へ向け護岸整備を進めている。また、令和

元年 12 月には更に上流の日月橋上流まで河川予定地を指定し、水害に対する取り組みを

行っている。 

 

<用 地> ・空堀川 

立野橋～上砂橋間については、用地取得が完了している。 

神明橋～中砂橋間(平成 21 年 11 月事業認可、延長約 540ｍ)については、平

成 22 年度から用地取得に着手し、令和 3 年度に用地取得が完了した。 

・奈良橋川 

空堀川合流点から宮前二の橋上流までの 390ｍ区間については、平成 18 年

10 月 25 日に河川予定地の指定を行い、令和 5 年度末の用地取得率は約 92％

である。今年度も引き続き用地取得を進める。 

宮前二の橋上流から日月橋上流までの 560ｍ区間については、令和元年度に

河川予定地の指定を行い、令和 3 年度から用地取得に着手した。令和 6 年度

末の用地取得率は約 67％である。 

<工 事> ・空堀川 

柳原橋上流の河床整備、狭山橋下流の河床整備、立野橋上流の護岸整備、念

仏塚橋の架替え及び上下流の護岸整備を行う。 

       ・奈良橋川 

        宮前二の橋上流の護岸整備を行う。 

(5) 柳瀬川 

柳瀬川は、狭山丘陵の山口貯水池（狭山湖）の余水に源を発し、所沢市と東村山市、

清瀬市の境界を錯綜して流下し、関越自動車道下流から埼玉県域となり、新座市、富士

見市、志木市を東流して新河岸川に合流する延長 19.6km、流域面積 95.5km2の一級河川

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳 瀬 川 

久米川遊水池 

施行 施行 施行 

2.60km 
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本川の改修工事実施にあたっては、中流部の都県錯綜区間 8.2km について、昭和 59 年

８月、埼玉県と工事協定を締結し、関越自動車道から空堀川合流点までの 3.81km 及びよ

もぎ橋から北川合流点までの 1.82km を東京都が施行することとなった。 

関越自動車道から空堀川合流点上流までのうち、昭和 61 年度から金山調節池の設置を

条件に清瀬橋付近の空堀川の合流形状を改良できることとなり、昭和 61 年６月に金山橋

下流左岸を河川予定地に指定し、平成６年３月に金山調節池（46,000ｍ3 貯留)が完成、

供用を開始している。 

金山調節池においては、平成 13 年度より住民と市・都が協働してワークショップ方式

による環境保全の試みを行っており、住民と協働した川づくりを進めている。 

また、空堀川との合流点付近については、平

成 18 年度に第一段階、平成 22 年度に第二段階

として「柳瀬川・空堀川合流点付近の川づくり

懇談会」を開催し、整備箇所の基本方針及び現

柳瀬川の適正な流量、分水施設の構造などにつ

いて意見交換を行い、取りまとめられた成果に

基づき整備を進めてきた。柳瀬川・空堀川新合

流点の整備は平成 28 年 8 月に完了した。 

 

なお、令和 3 年 4 月に柳瀬川流域が対策強化流域に追加され、令和 5 年 2 月に柳瀬川

流域河川整備計画を策定（変更）した。本計画では、時間雨量 50 ミリ対応の河道整備に

加え、洪水を貯める調節池などにより、時間雨量 65 ミリの降雨に対応できる河川整備を

進めていくこととしている。これに基づき、久米川遊水池の敷地を活用し、柳瀬川上流

第一調節池（仮称）を整備することとし、令和 7 年度より基本設計に着手する。 

 

 

４ その他の河川事業 

(1) 河川防災 

各河川の未整備区間について、局部的水害防除を目的として、老朽化した護岸の補修、

河床低下により根入れ不足となった護岸の補強、洗掘箇所の根固め工事等を実施する。 

台風時の増水等により護岸崩壊等があった際は、復旧工事を実施する。 

 

(2) 河川維持 

所の河川維持管理計画に基づき、各河川の堤防、護岸、転落防止柵などに生じた損傷

箇所の補修工事、河川環境を良好に保つため河川敷地の除草、河道清掃等を適宜実施す

る。 

清瀬橋上流付近（清瀬市） 



－ 63 －

北北北北建建管管内内合合同同排排水水ポポンンププ車車操操作作訓訓練練  

清清瀬瀬市市・・東東村村山山市市・・東東大大和和市市・・武武蔵蔵村村山山市市・・東東久久留留米米市市  

 

 

(3) 河川しゅんせつ 

河床に土砂が著しく堆積し、治水上支障が生じている箇所を適宜しゅんせつする。 

 

(4) 水  防 

管内河川では、空堀川、奈良橋川や柳瀬川

などに未整備の箇所が残っており、集中豪雨

や台風時に氾濫による水害の恐れがある。 

このため、年度当初に所内の水防態勢を整

えるとともに、５月には水防管理団体（管内

10 市）や警察、消防、自衛隊などの水防関係

機関を対象に北多摩北部地域水防連絡会を開

催し、水防上注意を要する箇所の確認や情報

伝達経路の周知を図っている。 

また、緊急時の排水活動に対応するため、排水ポンプ車操作訓練を行い、操作の更な

る習熟を図るとともに、令和 3 年度からは、管内の市と連携した排水ポンプ車の合同操

作訓練も行っている。 

ソフト対策として、東京都水防災総合情報システム（建設局河川部）が運用されてお

り、河川監視カメラによる画像映像や雨量、河川水位などに関する情報を 4 言語にてパ

ソコンやスマホ等によりリアルタイムで発信している。 

なお、令和 3 年度からは YouTube 東京都水防チャンネルにて、河川監視カメラのライ

ブ配信を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 
北北多多摩摩北北部部地地域域水水防防連連絡絡会会（（WWeebbとと対対面面にによよりり実実施施））  

柳瀬川・境橋下流（平成28年8月22日増水時） 

境橋 

東京都水防災総合情報システム 東京都水防チャンネル 
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５ 市民との協働 

(1) 河川清掃、川まつり 

河川に対する関心や愛護意識が高まる中、当所では、ＮＰＯ法人、市民団体等と協働

して河川清掃、川まつり等の活動に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 柳瀬川・空堀川流域連絡会 

流域連絡会は、流域の住民や市民団体、河川管 

理者などが河川に関する情報や意見交換を行い、 

協働・連携して地域に親しまれる川づくりを進め 

ることを目的としている。 

柳瀬川・空堀川流域連絡会は、平成 11 年 11 月 

に発足、これまで約 25 年間にわたり意見交換や 

現場見学等を行っている。 

 令和 5 年 9 月から、都民委員・団体委員 15 名、 

行政委員 12 名で構成される「第 10 期」において、

現地視察会や意見交換等を行っている。 

 今後とも、地域に親しまれる自然豊かな川づくり

に向け、市民と行政が情報や問題意識を共有し、良

好なパートナーシップのもと活動を続けていく。 

全体会の様子 

現場視察会（柳瀬川・清瀬市） 

空堀川クリーンアップ（東大和市） 空堀川クリーンアップ（東村山市） 

自然大好き「金山調節池」 

（柳瀬川、清瀬市） 
きよせ環境・川まつり 

（柳瀬川、清瀬市） 

わくわく川掃除＆川あそび 

（黒目川、東久留米市） 

空堀川・川まつり（東村山市） 
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Ⅳ 事業用地管理事務 

 

道路、河川の事業予定地及び事業残地並びに廃道敷及び廃川敷地等の管理について

は、公有財産関係規程に準拠するほか、建設局所管公有財産管理要綱に基づき事務処

理を行い、不法占拠やゴミの投棄のないように適正な管理に努めている。 

なお、道路、河川の事業用地や残地等のうち、当面、工事開始時までに相当な期間

を要する箇所については、地元市などと連携し駐輪場等に活用することとしている。 

また、道路、河川に関する未利用地については、都民の視点に立った活用の検討を

進めている。 
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Ⅴ その他の事業 

 

１ 市町村土木補助事業 

市町村道は、国道や都道と一体になって道路網を形成し、安全な生活道路づくりを通

じて良好な生活環境を創出する役割を担っている。 

本事業は、国道、都道に比べて整備の遅れた市町村道や、交通安全施設等の整備に対

し、都が財政的・技術的支援を行い、整備促進を図り市町村のまちづくりに寄与するも

のである。 

 

表－19 市町村土木補助事業（道路事業） 

9,067 26,174

2 37,200 13,500

5

路 線 件 数 補 助 金 額

令和７年度
(当初内定)

令和６年度
（最終）

令和７年度
(当初内定)

令和６年度
（最終）

① 立 川 市 4

④ 東 村 山 市 6

② 昭 島 市 6

4

③ 小 平 市 6 5 48,550 25,884

62,465 53,300

42,875 59,225

47,673 47,204

⑤ 国 分 寺 市

⑥ 国 立 市 4 4

2 3

⑧ 清 瀬 市 4 6

⑦ 東 大 和 市 7 7 48,420 47,692

35,175 94,764

75,074 31,605⑨ 東久留 米市

⑩ 武蔵村 山市 1 0

7 12

399,348計（10市） 47 48 407,827

1,328 0

種 別

市 名

千円千円 千円
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２ 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業 

地域のまちづくりや公共施設への連絡など、地域にとって重要な役割を果たす都道のうち、

地元市からの整備要望が強い路線について、都と市が連携・協力して事業を行っている。 

現在事業中（予定含む）の箇所は、表－20 のとおりである。 

 

表－20 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業箇所 

令和7年4月1日現在

路 線 名 箇 所 延 長 事業期間

東 村 山 市 東村山3・4・5号線
恩多町5丁目～
恩多町1丁目

640 H29～R8 ※

小 平 市 小平3・3・3号線 小川町2丁目 440 H29～R8

東 村 山 市 東村山3・4・5号線
久米川町3丁目～
恩多町3丁目

560 H29～R8

東 村 山 市 東村山3・4・10号線
野口町1丁目～
野口町4丁目

390 H29～R8

東 村 山 市 東村山3・4・31号線 野口町4丁目 160 H29～R8

武 蔵 村 山 市 立川3・4・39号線
学園1丁目～
榎3丁目

400 H29～R8

※ 新みちづくり・まちづくりパートナー事業からの継続箇所

 

 

 

３ 道路愛護活動 

 

当所では、都民との協働による道路の維持管理について、従来から協定・覚書の締結

による活動の支援や美化推進協力員制度を活用した取り組みを進めてきた。 

特に、平成 15 年度からは、道路利用のモラル向上と潤いのある道路空間の創出を目指

すことを目的に「東京ふれあいロード・プログラム」として制度化し、積極的に都民協

働の支援を進めており、現在の活動団体は１１団体である。 

 

※ 「東京ふれあいロード･プログラム」とは、東京都と地域住民・団体等との協働により道路の清掃や

植栽の手入れなど道路の維持管理を行うことによって、道路美化を推進し、道路利用のモラル向上と

潤いのある道路空間の創出を目的とした制度。 
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資資－－0011 面面積積とと人人口口 ･･･････････････････････････････････････････････

資資－－0022 管管理理道道路路一一覧覧 ･････････････････････････････････････････････

資資－－0033 市市別別管管理理道道路路現現況況 ･･･････････････････････････････････････

資資－－0044 都都市市計計画画道道路路のの整整備備状状況況 ･････････････････････････････････

資資－－0055 都都市市計計画画道道路路事事業業認認可可箇箇所所 ･････････････････････････････････

資資－－0066 一一般般橋橋現現況況調調書書 ･････････････････････････････････････････

資資－－0077 横横断断歩歩道道橋橋・・人人道道橋橋     ･････････････････････････････････････

資資－－0088 令令和和６６年年度度  路路面面補補修修工工事事実実施施箇箇所所 　　　　　　･････････････････････

資資－－0099 令令和和７７年年度度  路路面面補補修修工工事事予予定定箇箇所所   ･････････････････････

資資－－1100 令令和和６６年年度度  道道路路街街路路事事業業主主要要工工事事実実施施箇箇所所 ･･･････････

資資－－1111 令令和和７７年年度度  道道路路街街路路事事業業主主要要工工事事実実施施予予定定箇箇所所 ･･･････････

資資－－1122 令令和和６６年年度度  交交通通安安全全施施設設事事業業のの主主なな実実施施箇箇所所   ････････

資資－－1133 令令和和７７年年度度  交交通通安安全全施施設設事事業業のの主主なな実実施施予予定定箇箇所所   ････････

資資－－1144 第第４４次次交交差差点点すすいいすすいいププラランン実実施施状状況況及及びび予予定定 ･････････

資資－－1155 管管理理河河川川一一覧覧 ･････････････････････････････････････････････

資資－－1166 河河川川予予定定地地指指定定箇箇所所 ･････････････････････････････････････

資資－－1177 令令和和６６年年度度  河河川川整整備備工工事事実実施施箇箇所所 ･････････････････････

資資－－1188 令令和和７７年年度度  河河川川整整備備工工事事予予定定箇箇所所 ･････････････････････

■■   
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資資－－２２　　管管理理道道路路一一覧覧（（１１／／２２））

（（注注））  整整理理番番号号欄欄のの「「主主」」はは主主要要地地方方道道、、「「一一」」はは一一般般都都道道のの略略

所所 沢沢 府府 中中 線線

立立 川川 所所 沢沢 線線

府府 中中 清清 瀬瀬 線線

杉杉 並並 ああ きき るる 野野 線線

立立 川川 青青 梅梅 線線

ささ いい たた まま 東東 村村 山山 線線

東東村村山山東東久久留留米米線線

東東 村村 山山 東東 大大 和和 線線

秋秋 津津 停停 車車 場場 線線

東東久久留留米米停停車車場場線線

八八王王子子武武蔵蔵村村山山線線

主主 要要 地地 方方 道道 計計

東東久久留留米米市市東東本本町町（（東東久久留留米米駅駅）） 同同左左（（一一２２３３４４交交点点））

東東村村山山市市秋秋津津町町五五丁丁目目（（秋秋津津駅駅））

１１３３  路路  線線

小小 川川 山山 府府 中中 線線一一１１３３３３

一一１１２２５５

一一１１２２７７

一一１１２２８８

一一１１２２９９

一一１１３３１１

一一１１３３２２ 小小 川川 山山 田田 無無 線線

小小 川川 停停 車車 場場 線線

主主４４３３

主主５５５５

主主５５９９

主主２２９９

主主４４００

主主　　５５

主主２２４４

主主２２００

東東久久留留米米市市神神宝宝町町一一丁丁目目（（新新座座市市境境））

起起 点点

東東久久留留米米市市南南町町一一丁丁目目（（西西東東京京市市境境））

（（新新））東東久久留留米米市市南南町町二二丁丁目目（（西西東東京京市市境境））

（（旧旧））小小平平市市花花小小金金井井一一丁丁目目（（西西東東京京市市境境））

路路 線線 名名

練練 馬馬 所所 沢沢 線線

東東 京京 所所 沢沢 線線

新新 宿宿 青青 梅梅 線線

府府 中中 相相 模模 原原 線線

整整理理番番号号

国国立立市市谷谷保保（（国国道道２２００号号交交点点）） 国国立立市市谷谷保保（（府府中中市市境境））

立立川川市市西西砂砂町町三三丁丁目目（（福福生生市市境境））

清清瀬瀬市市元元町町一一丁丁目目（（主主２２４４交交点点））

東東村村山山市市久久米米川川五五丁丁目目（（所所沢沢市市境境））

終終 点点

東東村村山山市市久久米米川川五五丁丁目目（（所所沢沢市市境境））

立立川川市市錦錦町町五五丁丁目目

（（新新））武武蔵蔵村村山山市市中中原原三三丁丁目目（（瑞瑞穂穂町町境境））

（（旧旧））武武蔵蔵村村山山市市岸岸二二丁丁目目（（瑞瑞穂穂町町境境））

小小平平市市御御幸幸町町（（小小金金井井市市境境））

小小平平市市御御幸幸町町（（小小金金井井市市境境））

管管 内内

小小平平市市小小川川町町一一丁丁目目（（主主５５交交点点）） 国国分分寺寺市市西西元元町町一一丁丁目目（（府府中中市市境境））

立立川川市市錦錦町町五五丁丁目目 昭昭島島市市拝拝島島町町三三丁丁目目（（福福生生市市境境））

清清瀬瀬市市下下清清戸戸三三丁丁目目（（新新座座市市境境）） 東東村村山山市市秋秋津津町町三三丁丁目目（（主主４４交交点点））

清清瀬瀬市市中中里里町町四四丁丁目目（（所所沢沢市市境境））

主主　　４４

主主　　７７

主主１１５５

主主１１７７

主主１１６６

立立川川市市羽羽衣衣町町二二丁丁目目（（一一１１４４５５交交点点）） 東東大大和和市市芋芋窪窪四四丁丁目目（（主主５５交交点点））

東東大大和和市市多多摩摩湖湖三三丁丁目目（（所所沢沢市市境境）） 立立川川市市砂砂川川町町四四丁丁目目（（主主７７交交点点））

立立 川川 東東 大大 和和 線線

昭昭島島市市福福島島町町三三丁丁目目（（八八王王子子市市境境）） 武武蔵蔵村村山山市市本本町町一一丁丁目目（（主主５５交交点点））

小小平平市市上上水水南南町町三三丁丁目目（（主主７７交交点点）） 国国分分寺寺市市東東元元町町四四丁丁目目（（府府中中市市境境））

東東村村山山市市本本町町二二丁丁目目（（主主１１６６交交点点）） 東東久久留留米米市市下下里里二二丁丁目目（（主主４４交交点点））

小小平平市市小小川川西西町町四四丁丁目目（（小小川川駅駅）） 小小平平市市小小川川町町一一丁丁目目（（主主５５交交点点））

小小平平市市喜喜平平町町一一丁丁目目（（主主７７交交点点）） 小小金金井井市市花花小小金金井井一一丁丁目目（（西西東東京京市市境境））

東東村村山山市市秋秋津津町町一一丁丁目目（（主主４４００交交点点））

東東村村山山市市本本町町二二丁丁目目（（主主１１６６交交点点）） 東東大大和和市市奈奈良良橋橋三三丁丁目目（（主主５５交交点点））
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管管 内内

東東 村村 山山 市市

223344,,331177国国 立立 市市

3333,,770011

所所 沢沢 街街 道道110011,,994444

新新 青青 梅梅 街街 道道

116655,,997788

国国 分分 寺寺 市市 1144,,228899 五五 日日 市市 街街 道道

550022,,776633
青青 梅梅 街街 道道

都都 市市 計計 画画 路路 線線 名名
通通 過過 地地 延延 長長 面面 積積

通通 称称 道道 路路 名名

府府 中中 街街 道道
所所 沢沢 街街 道道
新新 府府 中中 街街 道道

東東村村山山３３･･４４･･７７　　東東村村山山３３･･４４･･1199　　小小平平３３･･４４･･1177
東東村村山山３３･･４４･･1133　　小小平平３３･･４４･･７７

国国 分分 寺寺 市市 1111,,666600 119922,,447722
立立川川３３･･４４･･2244　　府府中中３３･･３３･･８８　　立立川川３３･･５５･･2288
小小平平３３･･３３･･８８　　東東村村山山３３･･３３･･８８　　東東村村山山３３･･４４･･1111
立立川川３３･･４４･･2255

東東久久留留米米市市
小小 金金 井井 街街 道道
新新 小小 金金 井井 街街 道道

1100,,339955

小小 金金 井井 街街 道道

国国分分寺寺３３･･４４･･1144　　府府中中３３･･３３･･８８　　小小平平３３･･３３･･８８
東東村村山山３３･･４４･･1111　　東東村村山山３３･･３３･･８８

国国 立立 市市 11,,772200 4444,,661111

東東村村山山３３･･４４･･７７

1100,,445500

野野 猿猿 街街 道道 国国立立３３･･３３･･1155　　国国立立３３･･３３･･２２　　国国立立３３･･４４･･３３

小小 平平 市市 44,,771133 6677,,883300

志志 木木 街街 道道
新新 小小 金金 井井 街街 道道

東東村村山山３３･･４４･･1155のの２２

芋芋 窪窪 街街 道道

東東村村山山３３･･３３･･８８　　東東村村山山３３･･４４･･1111

3311,,992288

奥奥 多多 摩摩 街街 道道
新新 奥奥 多多 摩摩 街街 道道

立立川川３３･･４４･･２２　　昭昭島島３３･･４４･･２２　　立立川川３３･･４４･･５５
昭昭島島３３･･４４･･５５　　昭昭島島３３･･４４･･1111

33,,778877 3300,,118877

115511,,551188

立立川川３３･･３３･･3300　　立立川川３３･･５５･･2288　　立立川川３３･･２２･･3311
立立川川８８･･１１･･１１　　立立川川３３･･２２･･1144

88,,660022 114400,,993311

小小平平３３･･４４･･９９　　立立川川３３･･４４･･2266　　立立川川３３･･５５･･2200
小小平平３３･･４４･･４４　　東東村村山山３３･･４４･･４４　　立立川川３３･･２２･･４４

1155,,112288 223333,,995577

立立 川川 通通 りり
青青 梅梅 街街 道道
府府 中中 街街 道道
所所 沢沢 街街 道道

小小平平３３･･１１･･２２　　国国分分寺寺３３･･４４･･1100　　立立川川３３･･３３･･３３

東東村村山山３３･･４４･･2200

88,,558844

武武蔵蔵村村山山市市

4477,,662266

442244 99,,771111

44,,115566

113344,,883322 22,,008899,,003311

44,,661144

立立川川３３･･４４･･９９　　立立川川３３･･４４･･3399

77,,557700 114411,,007777 多多 摩摩 大大 橋橋 通通 りり 昭昭島島３３･･４４･･９９　　昭昭島島３３･･４４･･２２　　立立川川３３･･４４･･９９

8811,,44446666,,000066

小小平平３３･･４４･･６６　　小小平平３３･･４４･･1188　　小小平平３３･･３３･･３３
小小平平３３･･４４･･1177

東東村村山山３３･･４４･･９９　　立立川川３３･･４４･･2266

664422 33,,229977

779977 44,,779944

東東村村山山３３･･４４･･７７  東東村村山山３３･･４４･･５５  東東村村山山３３･･４４･･1111

小小平平３３･･４４･･1188　　国国分分寺寺３３･･４４･･111122,,886699 3366,,223344 国国 分分 寺寺 街街 道道

33,,335577 4466,,996600

ｍｍ ㎡㎡

令令和和６６年年４４月月１１日日現現在在
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資資－－２２　　管管理理道道路路一一覧覧（（２２／／２２））

一一 般般 都都 道道 計計 ２２５５  路路  線線

都都 道道 合合 計計 ３３８８  路路  線線

国国立立市市大大字字谷谷保保一一本本松松（（国国道道２２００号号交交点点））

東東村村山山市市多多摩摩湖湖町町三三丁丁目目

小小平平市市仲仲町町（（主主５５交交点点））

武武蔵蔵村村山山市市大大字字三三ッッ木木（（主主５５交交点点）） 昭昭島島市市大大神神町町四四丁丁目目（（多多摩摩川川））

東東村村山山市市栄栄町町三三丁丁目目（（主主１１６６交交点点）） 清清瀬瀬市市松松山山二二丁丁目目（（主主１１５５交交点点））

小小平平市市美美園園町町二二丁丁目目（（小小平平駅駅）） 小小平平市市花花小小金金井井四四丁丁目目（（主主１１５５交交点点））

立立川川市市柴柴崎崎町町三三丁丁目目（（立立川川駅駅）） 立立川川市市柴柴崎崎町町六六丁丁目目（（主主２２９９交交点点））

昭昭島島市市玉玉川川町町一一丁丁目目（（東東中中神神駅駅）） 同同左左（（一一２２５５３３交交点点））

昭昭島島市市昭昭島島町町二二丁丁目目（（昭昭島島駅駅）） 昭昭島島市市美美堀堀町町三三丁丁目目（（福福生生市市境境））

昭昭島島市市朝朝日日町町一一丁丁目目（（中中神神駅駅）） 昭昭島島市市中中神神町町（（主主２２９９交交点点））

立立川川市市曙曙町町二二丁丁目目（（主主１１６６交交点点）） 昭昭島島市市朝朝日日町町三三丁丁目目（（八八王王子子市市境境））

小小平平市市中中島島町町（（主主５５交交点点）） 小小平平市市小小川川町町一一丁丁目目（（主主１１６６交交点点））

立立川川市市錦錦町町一一丁丁目目（（主主１１６６交交点点）） 国国分分寺寺市市本本多多一一丁丁目目（（一一１１３３４４交交点点））

国国立立市市中中一一丁丁目目（（国国立立駅駅）） 国国立立市市谷谷保保（（一一２２５５６６交交点点））

一一１１５５３３ 立立 川川 昭昭 島島 線線

中中 神神 停停 車車 場場 線線

管管 内内

終終 点点起起 点点

路路 線線 名名

国国分分寺寺市市東東恋恋ヶヶ窪窪六六丁丁目目（（主主１１７７交交点点）） 国国分分寺寺市市本本多多五五丁丁目目（（小小金金井井市市境境））恋恋ヶヶ窪窪新新田田三三鷹鷹線線

国国立立停停車車場場谷谷保保線線

立立 川川 国国 分分 寺寺 線線

一一１１４４４４

一一１１４４５５

一一１１４４６６

一一１１４４９９

中中 島島 十十 番番 線線

三三 ッッ 木木 八八 王王 子子 線線

一一２２２２６６

一一２２２２００

一一１１６６２２

整整理理番番号号

一一１１３３４４

一一１１５５１１

一一１１５５２２

東東 中中 神神 停停 車車 場場 線線

立立 川川 日日 野野 線線

一一２２２２２２

一一２２２２７７

一一２２３３００

一一２２３３４４

小小平平市市回回田田町町 小小平平市市大大沼沼町町二二丁丁目目

東東 村村 山山 清清 瀬瀬 線線

前前 沢沢 保保 谷谷 線線

国国立立市市北北一一丁丁目目（（国国立立駅駅）） 国国分分寺寺市市東東戸戸倉倉二二丁丁目目（（主主１１７７交交点点））

東東久久留留米米市市浅浅間間町町二二丁丁目目（（新新座座市市境境））

一一２２５５６６

一一２２４４８８

八八 王王 子子 国国 立立 線線

府府 中中 小小 平平 線線

小小平平市市美美園園町町一一丁丁目目（（小小平平駅駅））

立立川川市市錦錦町町五五丁丁目目（（日日野野橋橋））

一一２２５５３３

東東久久留留米米市市八八幡幡町町三三丁丁目目（（主主４４交交点点））

小小平平市市花花小小金金井井南南町町三三丁丁目目（（西西東東京京市市境境））
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33,,229944,,225533

110044,,667700 多多摩摩湖湖自自転転車車歩歩行行者者道道

222255,,998888

9911,,115566

東東村村山山３３･･４４･･１１　　小小平平３３･･４４･･1133　　小小平平３３･･３３･･３３
小小平平３３･･４４･･５５

33,,669922 6600,,771133 甲甲 州州 街街 道道 国国立立３３･･４４･･１１　　立立川川３３･･４４･･１１

1199,,779977

東東村村山山３３･･４４･･1122　　東東村村山山３３･･４４･･1199

33,,005566 6699,,998899 新新 小小 金金 井井 街街 道道 小小平平３３･･４４･･７７　　東東村村山山３３･･４４･･７７

44,,225511 5544,,337744

小小平平３３･･４４･･1144

776699 44,,990000

東東久久留留米米市市 22,,440088

国国分分寺寺３３･･４４･･1166　　国国分分寺寺３３･･４４･･７７　　国国立立３３･･４４･･1122

55,,111133 5566,,336622 東東村村山山３３･･４４･･2266　　東東村村山山３３･･４４･･５５

22,,443399

11,,889911 3322,,884477

2255,,115555

立立川川３３･･１１･･3344　　立立川川３３･･５５･･3355　　立立川川３３･･５５･･2288
立立川川３３･･２２･･1111　　昭昭島島３３･･４４･･８８　　昭昭島島３３･･４４･･１１
昭昭島島３３･･５５･･1122　　昭昭島島３３･･４４･･２２　　昭昭島島３３･･２２･･３３

立立 川川 市市 77,,113322 9944,,663355

2211,,550011

立立川川３３･･４４･･3300　　昭昭島島３３･･４４･･1166　　立立川川３３･･４４･･９９

1100,,993322 332299,,222299

昭昭島島３３･･２２･･1111

882266 77,,449911

多多 喜喜 窪窪 通通 りり
立立川川３３･･４４･･８８　　国国立立３３･･４４･･７７　　国国立立３３･･４４･･1133
国国立立３３･･４４･･６６　　国国分分寺寺３３･･４４･･３３　　国国分分寺寺３３･･４４･･1111
国国分分寺寺３３･･４４･･４４

立立川川３３･･４４･･1144

119900 11,,883377

管管 内内

国国分分寺寺３３･･４４･･６６

立立川川３３･･３３･･2277

22,,119988 4400,,775599

6688,,887777

88,,228855

小小 平平 市市 11,,881188 1177,,991133 連連 雀雀 通通 りり

小小平平３３･･４４･･2244

国国立立３３･･１１･･1111

662255

国国 立立 市市 55,,992211

11,,223399

2233,,336622

都都 市市 計計 画画 路路 線線 名名

通通 過過 地地 延延 長長 面面 積積

通通 称称 道道 路路 名名

11,,220055,,222222

多多摩摩モモノノレレーールル通通りり

ｍｍ

令令和和６６年年４４月月１１日日現現在在

㎡㎡
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資資－－３３  市市別別管管理理道道路路現現況況

（（注注））  都都管管理理道道路路のの車車道道幅幅員員別別内内訳訳欄欄のの都都全全域域分分ににつついいててはは、、未未改改良良路路線線をを除除いいたた数数値値ででああるる。。

3366,,448811

市市 名名

種種 別別

3366,,886699 99,,990055

管管 理理 道道 路路

面面 積積延延 長長

771166,,773355 4400

車車 道道 幅幅 員員

1199..55ｍｍ以以上上 1133..00ｍｍ以以上上

東東 大大 和和 市市

立立 川川 市市

国国 立立 市市

国国 分分 寺寺 市市

小小 平平 市市

559933

1133,,449922

448811,,993355

2255,,009999 443322,,668877

武武 蔵蔵 村村 山山 市市

昭昭 島島 市市

管管 内内 計計

都都 全全 域域

清清 瀬瀬 市市

東東 久久 留留 米米 市市

東東 村村 山山 市市

22,,223388,,445522

1133,,007744

2200,,551100

2255,,444499

2255,,880066

1188,,997711

1100,,223377

222255,,998888

5599

11,,339911

4422,,003388,,553399

33,,229944,,225533

228822,,337799

229900,,990066

228833,,773311

119900,,446666

116633,,889922

117722,,441199

227799,,110033

11,,221155

00

00

6600

228866

119955

00

4411

00

115533,,001177 443377,,448888

1188,,772266

33,,777755

00

661133

11,,662299

7766

773366

554422

ｍｍ ㎡㎡ ｍｍ ｍｍ
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平平成成3300年年44月月11日日現現在在

道道 路路 率率

2255,,997733

行行 政政 面面 積積

995511

小小 平平

11..8888

22..0077

1100..88

昭昭 島島

1100..11

立立 川川2244..3366

55..55ｍｍ未未満満

別別 内内 訳訳

55..55ｍｍ以以上上

公公 道道 面面 積積

22..6633

1177..334422,,663388

77,,443322 2200..5511

1133..4422

88..1155

1111..446611..3344

88..77

2288,,550077

99,,990066

77,,668866

11..55771122,,226677

77,,770099

1122..8888

11..1166

11..6677

1177..114411..8833

11..3300

1100..2233

都都 全全 域域

清清 瀬瀬

東東 村村 山山

東東 大大 和和

東東久久留留米米

武武蔵蔵村村山山

国国 分分 寺寺

管管 内内 計計

国国 立立

1111..33

1100..88

1100..22

1111..77

1100..77

1133..00

1111..33

1111..77

1166..00

11,,227799,,330044

116666,,332211

1188,,009933

1188,,227755

1122,,773311

1155,,882255

1188,,223333

1111,,009922

22,,114411

11,,224466

33,,552277

11,,111199

331155,,555511

3399,,772266

1155..3322

115500..8811

22,,119999..9944

1177..0022

119900..9900

669966 11..5577

ｍｍ ｍｍ kk㎡㎡ ％％22kkmm  

％％

％％

％％

％％

％％

％％

％％

％％

％％

％％

％％

令令和和６６年年４４月月１１日日現現在在

％％％％
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資資
－－

４４
  
都都

市市
計計

画画
道道

路路
のの

整整
備備

状状
況況

((
令令

和和
66
年年

33
月月

33
11
日日

現現
在在

））

（
㎞

）
（

㎞
）

（
㎞

）
（

㎞
）

（
％

）

計
画

延
長

完
成

延
長

事
業

中
延
長

未
着

手
延

長
完

成
率

合
計

3
,
2
0
4

2
,
0
9
7

3
1
4

7
9
2

6
5
.
4

区
部

1
,
7
6
7

1
,
1
8
6

1
6
8

4
1
2

6
7
.
1

多
摩

部
1
,
4
2
6

9
0
1

1
4
5

3
7
9

6
3
.
1

島
し

ょ
部

1
0

1
0

0
0

1
0
0

※
 
各

項
目

の
合

計
は

、
少

数
点

以
下

の
端

数
処

理
に

よ
り

、
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

※
 
未

着
手

延
長

に
は

、
概

成
の

都
市

計
画

道
路

が
含

ま
れ

て
い

る
。

※
 
都

市
高

速
道

路
及

び
自

動
車

専
用

道
路

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。
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計
画

決
定

年
月

日

告
　

示
　

番
　

号
告

 
示

 
年

 
月

 
日

告
示

番
号

事
業

地
（

収
用

の
部

分
）

幅
員

ｍ
延

長
ｍ

立
川

3
・

2
・

4
昭

和
3
6
年

1
0
月

 
5
日

　
平

成
2
3
年

1
2
月

 
1
日

第
 
4
3
4
号

起
点

 
東

大
和

市
上

北
台

一
丁

目
3
0

1
,
1
0
0

～
平

成
3
0
年

 
3
月

3
1
日

Ⅰ
工

区

新
青

梅
街

道
線

建
設

省
告

示
第

2
2
9
5
号

終
点

 
武

蔵
村

山
市

神
明

四
丁

目

変
平

成
3
0
年

 
3
月

2
9
日

第
 
1
1
6
号

～
平

成
3
6
年

 
3
月

3
1
日

〃
令

和
 
6
年

 
3
月

2
7
日

第
 
1
4
7
号

～
令

和
1
2
年

 
3
月

3
1
日

平
成

1
7
年

 
3
月

1
1
日

　
平

成
2
8
年

 
2
月

 
5
日

第
 
 
1
6
号

起
点

 
武

蔵
村

山
市

神
明

四
丁

目
3
0

1
,
2
1
5

～
平

成
3
4
年

 
3
月

3
1
日

Ⅱ
工

区

東
京

都
告

示
第

3
3
7
号

終
点

 
武

蔵
村

山
市

中
央

一
丁

目

（
変

更
）

変
令

和
 
4
年

 
1
月

1
4
日

第
 
 
1
0
号

～
令

和
1
1
年

 
3
月

3
1
日

　
平

成
2
7
年

 
3
月

3
1
日

第
 
2
1
0
号

起
点

 
武

蔵
村

山
市

中
央

一
丁

目
3
0

6
0
0

～
平

成
3
3
年

 
3
月

3
1
日

Ⅲ
-
1
工

区

終
点

 
武

蔵
村

山
市

本
町

一
丁

目

変
令

和
 
3
年

 
2
月

 
9
日

第
 
 
5
7
号

（
区

画
整

理
含

む
）

～
令

和
1
0
年

 
3
月

3
1
日

　
平

成
2
7
年

 
3
月

3
1
日

第
 
2
0
9
号

起
点

 
武

蔵
村

山
市

本
町

一
丁

目
3
0

9
7
5

～
平

成
3
3
年

 
3
月

3
1
日

Ⅲ
-
2
工

区

終
点

 
武
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令和７年　４月　１日現在

路　線　名

フリガナ 番号

1 秋津陸橋 ｱｷﾂﾘｯｷｮｳ 40 浦和東村山線 東村山市秋津町2-37 49.1

2 伊豆殿堀橋 ｲｽﾞﾄﾞﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ 15 府中清瀬線 東久留米市野火止2-21 4.7

3 泉町陸橋 ｲｽﾞﾐﾁｮｳﾘｯｷｮｳ 145 立川国分寺線 国分寺市泉町3-6 65.0

4 一里塚橋 ｲﾁﾘﾂﾞｶﾊﾞｼ 133 小川山府中線 国分寺市東元町3-13 7.3

5 伊奈平橋 ｲﾅﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 59 八王子武蔵村山線 武蔵村山市伊奈平1-29 19.2

6 今水橋 ｲﾏﾐｽﾞﾊﾞｼ 162 三ﾂ木八王子線 昭島市大神町4-16 4.3

7 大神陸橋 ｵｵｶﾞﾐﾘｯｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市大神町1-1 16.1

8 大豆橋 ｵｵｽﾞﾊﾞｼ 59 八王子武蔵村山線 昭島市福島町3-23 12.5

9 小川橋 ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ 16 立川所沢線 小平市小川町1-647 6.6

10 御成橋 ｵﾅﾘﾊﾞｼ 234 前沢保谷線 東久留米市中央5丁目 25.3

11 上落馬橋 ｶﾐｵﾁｳﾏﾊﾞｼ 15 府中清瀬線 東久留米市野火止1-1 17.6

12 喜平橋 ｷﾍｲﾊﾞｼ 7 杉並あきる野線 小平市上水南町2-23 12.6

13 久右衛門橋 ｷｭｳｴﾓﾝﾊﾞｼ 17 所沢府中線 小平市津田町1-20 6.6

14 清瀬橋 ｷﾖｾﾊﾞｼ 24 練馬所沢線 清瀬市中里2-1353 30.3 事業中

15 金比羅橋 ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ 55 所沢武蔵村山立川線 立川市砂川町3-26 11.5

16 境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 29 立川青梅線 昭島市中神町2-34 2.8

17 界橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 4 東京所沢線 東久留米市下里6-5 5.2

18 栄町陸橋 ｻｶｴﾁｮｳﾘｯｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市栄町1-2 178.6

19 残堀橋 ｻﾞﾝﾎﾞﾘﾊﾞｼ 7 杉並あきる野線 立川市一番町1-56 21.5

20 柴崎高架橋 ｼﾊﾞｻｷｺｳｶｷｮｳ 149 立川日野線 立川市柴崎町６－１２ 63.5

21 柴崎橋 ｼﾊﾞｻｷﾊﾞｼ 149 立川日野線 立川市柴崎町６－１６ 9.2

22 昭栄橋 ｼｮｳｴｲﾊﾞｼ 153 一般都道立川昭島線 立川市富士見町1-13 32.6

23 浄水橋 ｼﾞｮｳｽｲﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 東村山市美住町2-18 80.2

24 小豆橋 ｼｮｳｽﾞﾊﾞｼ 153 一般都道立川昭島線 昭島市福島町1-18 3.1

25 新落合橋 ｼﾝｵﾁｱｲﾊﾞｼ 234 前沢保谷線 東久留米市新川町2-9 18.0

26 新空堀橋 ｼﾝｶﾗﾎﾞﾘﾊﾞｼ 4 東京所沢線 東村山市秋津町2-25 28.0

27 新残堀橋 ｼﾝｻﾞﾝﾎﾞﾘﾊﾞｼ 162 三ﾂ木八王子線 武蔵村山市三ﾂ藤2-26 20.4

28 新田端橋 ｼﾝﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ 55 所沢武蔵村山立川線 武蔵村山市本町4 3.6

29 新天王橋 ｼﾝﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ 7 杉並あきる野線 立川市一番町4-7 20.8

30 新中丸橋 ｼﾝﾅｶﾏﾙﾊﾞｼ 立川東大和線 東大和市芋窪3 11.0

31 新薬師橋 ｼﾝﾔｸｼﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 武蔵村山市中央3-33 6.5

32 新庚申橋 ｼﾝﾝｺｳｼﾝﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 東大和市奈良橋五丁目 19.8

33 青岸橋 ｾｲｶﾞﾝﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 武蔵村山市岸1-22 20.3

34 清願院橋 ｾｲｶﾞﾝｲﾝﾊﾞｼ 43 立川東大和線 立川市幸町6 9.6

35 滝口橋 ﾀｷｸﾞﾁﾊﾞｼ 29 立川青梅線 立川市富士見町4-19 17.0

36 竹塚陸橋 ﾀｹﾂﾞｶﾘｯｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市宮沢町2-12 16.1

37 立川橋 ﾀﾁｶﾜﾊﾞｼ 29 立川青梅線 立川市柴崎町5-17 68.0

38 立野橋 ﾀﾃﾉﾊﾞｼ 43 立川東大和線 東大和市芋窪5 18.3

39 田端橋 ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ 55 所沢武蔵村山立川線 武蔵村山市本町4-48 2.1

40 多摩大橋（上流橋） ﾀﾏｵｵﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｷｮｳ) 59 八王子武蔵村山線 八王子市小宮町～昭島市福島町 461.1

41 多摩大橋（下流橋） ﾀﾏｵｵﾊｼ(ｶﾘｭｳｷｮｳ) 59 八王子武蔵村山線 八王子市小宮町～昭島市福島町 452.9

42 出水川橋 ﾃﾞﾐｽﾞｶﾞﾜﾞﾊﾞｼ 129 東村山東久留米線 東村山市恩多町1-44 4.7

43 天王橋 ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ 162 三ﾂ木八王子線 立川市一番町2-19 10.7

44 天王橋 ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ 16 立川所沢線 東村山市萩山町3-2 3.9

45 中澤橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 153 立川昭島線 昭島市福島町1-19 4.0

46 中砂橋 ﾅｶｽﾅﾊﾞｼ 43 立川東大和線 東大和市芋窪6-1292 12.2

47 中通橋 ﾅｶﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ 128 東村山東大和線 東村山市野口町1-13 5.1

48 中橋 ﾅｶﾊﾞｼ 129 東村山東久留米線 東村山市恩多町3-24 3.4

49 中堀橋 ﾅｶﾎﾞﾘﾊﾞｼ 29 立川青梅線 昭島市玉川町3-30 3.0

50 中丸橋 ﾅｶﾏﾙﾊﾞｼ 43 立川東大和線 東大和市芋窪4-1547 5.7

51 日月橋 ﾆﾁｹﾞﾂﾊﾞｼ 128 東村山東大和線 東大和市奈良橋2-424 3.8

52 新田橋 ﾆｯﾀﾊﾞｼ 153 立川昭島線 昭島市福島町3-18 3.6

53 根川橋 ﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 29 立川青梅線 立川市錦町5-13 31.0

54 野口橋 ﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ 16 立川所沢線 東村山市栄町3-1 28.4

55 野塩橋 ﾉｼﾞｵﾊﾞｼ 40 浦和東村山線 清瀬市野塩4-230 44.2

56 野水橋 ﾉﾐｽﾞﾊﾞｼ 153 立川昭島線 昭島市福島町1-13 2.4

57 拝島上水橋 ﾊｲｼﾞﾏｼﾞｮｳｽｲﾊﾞｼ 220 昭島停車場熊川線 昭島市拝島町3933 14.0

58 富士塚橋 ﾌｼﾞﾂｶﾊﾞｼ 153 立川昭島線 立川市富士見町1-12 17.3

59 二柳橋 ﾌﾀﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 4 東京所沢線 東村山市秋津町3-13 15.0

60 平成橋 ﾍｲｾｲﾊﾞｼ 15 府中清瀬線 東久留米市下里1-11 25.0

61 弁天橋 ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ 15 府中清瀬線 東久留米市八幡町3-16 12.7

62 ママ下橋 ﾏﾏｼﾀﾊﾞｼ 20 府中相模原線 国立市谷保6322 16.0

63 丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 129 東村山東久留米線 東村山市恩多町4-17 28.5

64 美住陸橋 ﾐｽﾐﾘｯｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市美住町1-25 20.6

65 都橋 ﾐﾔｺﾊﾞｼ 4 東京所沢線 東久留米市下里2-11 2.9

66 宮沢陸橋 ﾐﾔｻﾞﾜﾘｯｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市宮沢町159 19.6

67 宮下橋 ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ 4 東京所沢線 東久留米市下里6-5 3.9

68 武蔵国分寺陸橋 ﾑｻｼｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾘｯｷｮｳ 17 主要地方道所沢府中線 国分寺市泉町3-34 36.1

69 無名２号橋 ﾑﾒｲ2ｺﾞｳｷｮｳ 152 中神停車場線 昭島市玉川町5-18 3.3

70 無名３号橋 ﾑﾒｲ3ｺﾞｳｷｮｳ 162 三ﾂ木八王子線 昭島市大神町4-17 2.8

71 無名４号橋 ﾑﾒｲ4ｺﾞｳｷｮｳ 55 所沢武蔵村山立川線 武蔵村山市榎3-17 3.7

72 無名６号橋 ﾑﾒｲ6ｺﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 武蔵村山市三ﾂ木2-34 4.2

73 無名７号橋 ﾑﾒｲ7ｺﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市萩山町5-3 4.1

74 村山橋 ﾑﾗﾔﾏﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 東大和市蔵敷2-452 3.8

75 矢川橋 ﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ 256 八王子国立線 国立市谷保8345 4.3

76 薬師橋 ﾔｸｼﾊﾞｼ 5 新宿青梅線 武蔵村山市三ﾂ木3-24 2.5

77 陸橋 ﾘｸﾊﾞｼ 29 立川青梅線 立川市柴崎町1-22 27.0

78 和田橋 ﾜﾀﾞﾊﾞｼ 59 八王子武蔵村山線 昭島市福島町2-33 160.1

79 来梅橋 ｸﾙﾒﾊﾞｼ 129 東村山東久留米線 東久留米市柳窪5-9 10.6

2,483.0

備考

資料－６　一般橋現況調書

ＮＯ
橋　　名

箇　　所
橋長
ｍ
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路　線　名

フリガナ 番号

１ 青葉 ｱｵﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 4 東京所沢線 東村山市青葉町2・4 45.9

２ 昭島つつじが丘ﾊｲﾂ ｱｷｼﾏﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶﾊｲﾂﾎﾄﾞｳｷｮｳ 162 三ツ木八王子線 昭島市つつじが丘3・宮沢町 53.4

３ 伊豆殿堀 ｲｽﾞﾄﾉﾎﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市萩山3・恩多町3 52.9

４ 泉町 ｲｽﾞﾐﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 17 所沢府中線 国分寺市泉町2・3 139.2

５ 上ノ原 ｳｴﾉﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 162 三ツ木八王子線 昭島市朝日町2・3 93.5

６ 大神 ｵｵｶﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市大神町3・4 39.4

７ 小川町 ｵｶﾞﾜﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 小平市小川町2 45.8

８ 国立一小前 ｸﾆﾀﾁｲｯｼｮｳﾏｴ 256 八王子国立線 国立市谷保 17.8

９ 国立大学通り ｸﾆﾀﾁﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 146 国立停車場谷保線 国立市東4・中3 123.8

１０ 国立六小前 ｸﾆﾀﾁﾛｸｼｮｳﾏｴ 256 八王子国立線 国立市谷保 17.9

１１ 久米川 ｸﾒｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 東村山市久米川町4 40.2

１２ 郷地 ｺﾞｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市郷地町2・3 49.8

１３ 小平第六小前 ｺﾀﾞｲﾗﾀﾞｲﾛｸｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 小平市小川東町1・3 52.7

１４ 沢の台 ｻﾜﾉﾀﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 4 東京所沢線 東村山市秋津町3 72.8

１５ 三小前 ｻﾝｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 134 恋ヶ窪新田三鷹線 国分寺市東恋ヶ窪2・本多2 47.0

１６ 山王森 ｻﾝﾉｳﾓﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 武蔵村山市三ツ木 46.0

１７ 芝山小学校前 ｼﾊﾞﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 40 浦和東村山線 清瀬市元町2・野塩3 67.7

１８ 清水 ｼﾐｽﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東大和市清水5・6 44.6

１９ 昭和中学校前 ｼｮｳﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 153 昭島砂川線 昭島市玉川1・3・東町2・5 115.8

２０ 鈴木町 ｽｽﾞｷﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 15 府中清瀬線 小平市鈴木町2・花小金井南町1 48.2

２１ 立野 ﾀﾃﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東大和市上北台1・寺窪5・6 87.5

２２ 玉川 ﾀﾏｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市福島町2・玉川町5 41.3

２３ 築地 ﾂｲｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市福島町2・玉川町3 39.3

２４ 中藤 ﾅｶﾄｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 武蔵村山市中藤1・神明2 42.5

２５ 奈良橋 ﾅﾗﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東大和市奈良橋3・4 42.5

２６ 錦町 ﾆｼｷﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 立川市錦町1 32.4

２７ 錦町 ﾆｼｷﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 256 八王子国立線 立川市錦糸町6 18.7

２８ 西恋ヶ窪 ﾆｼｺｲｶﾞｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 17 所沢府中線 国分寺市西恋ヶ窪4 46.5

２９ 拝島 ﾊｲｼﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市拝島町2・3 36.0

３０ 花小金井 ﾊﾅｺｶﾞﾈｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 15 府中清瀬線 小平市花小金井1 58.0

３１ 東富士見 ﾋｶﾞｼﾌｼﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 立川市富士見町6 39.1

３２ 福島 ﾌｸｼﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市福島町1・3 39.1

３３ 福寿 ﾌｸｼﾞｭﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 立川市柴崎町5 187.2

３４ 富士見町三丁目 ﾌｼﾞﾐﾁｮｳｻﾝﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市富士見町3・4 43.4

３５ 本村小学校前 ﾎﾝﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 15 府中清瀬線 東久留米市野火止3 204.5

３６ 前沢 ﾏｴｻﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 15 府中清瀬線 東久留米市中央町6・八幡町2 37.4

３７ 美住 ﾐｽﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市美住町1・2 43.6

３８ 三ツ木 ﾐﾂｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 武蔵村山市三ツ木2・3 44.3

３９ 三ツ木桃ノ木 ﾐﾂｷﾞﾓﾓﾉｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 武蔵村山市三ツ木2 47.7

４０ 南砂川第一 ﾐﾅﾐｽﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 43 立川東大和線 立川市栄町3・高松町2 47.3

４１ 南富士見 ﾐﾅﾐﾌｼﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 立川市富士見町6 39.0

４２ 八坂 ﾔｻｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 東村山市栄町3 60.8

４３ 柳窪 ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東久留米市柳窪2・3 42.6

４４ 谷保 ﾔﾎ 256 八王子国立線 国立市谷保 13.5

４５ 弥生 ﾔﾖｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東久留米市弥生7 38.9

2587.4

路　線　名

フリガナ 番号

1 あかしあ橋人道橋 ｱｶｼｱﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖2 34

２ あかまつ橋人道橋 ｱｶﾏﾂﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 17

３ 一里塚橋人道橋 ｲﾁﾘﾂﾞｶﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 133 小川山府中線 国分寺市東元町2 9

４ えごの木橋人道橋 ｴｺﾞﾉｷﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 67.8

５ 大沼橋人道橋 ｵｵﾇﾏﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 小平市天神町2・美園町1 2.8

６ 小川橋（下流）人道橋 ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｶﾘｭｳ)ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 小平市上水新町 16

７ 小川橋（上流）人道橋 ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 小平市中島町 17

８ 鹿島橋人道橋 ｶｼﾏﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖5・6 186

９ 久右衛門橋人道橋 ｷｳｴﾓﾝﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 17 所沢府中線 小平市上水新町・津田町12 10

１０ 経塚人道橋 ｷｮｳﾂﾞｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 29 立川青梅線 昭島市宮沢町 16

１１ くぬ木橋人道橋 ｸﾇｷﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 34

１２ こなら橋人道橋 ｺﾅﾗﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 17

１３ こぶし橋人道橋 ｺﾌﾞｼﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖2・3 63

１４ さくら橋人道橋 ｻｸﾗﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖 67.8

１５ 狭山堀橋人道橋 ｻﾔﾏﾎﾞﾘﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東村山市美住町２ 39

１６ 下石川橋人道橋 ｼﾓｲｼｶﾜﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖6 84.1

１７ 鈴木橋人道橋 ｽｽﾞｷﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 小平市花小金井南町3 5.6

１８ 多摩湖橋人道橋 ﾀﾏｺﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖2・3 76

１９ つつじ橋人道橋 ﾂﾂｼﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖6 73

２０ 中砂橋人道橋 ﾅｶｽﾅﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 43 立川東大和線 東大和市芋窪5 13.9

２１ 日月橋人道橋 ﾆﾁｹﾞﾂﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 128 東村山東大和線 東大和市奈良橋3 4.82

２２ にれの木橋人道橋 ﾆﾚﾉｷﾊｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖2 34

２３ ねむの木橋人道橋 ﾈﾑﾉｷﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 67.8

２４ 野中第一号橋人道橋 ﾉﾅｶﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 小平市天神町2 3.2

２５ 野中第二号橋人道橋 ﾉﾅｶﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 小平市天神町2 3.3

２６ 二柳橋人道橋 ﾌﾀﾔﾅｷﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 4 東京所沢線 東村山市秋津町3 19.1

２７ ほおの木橋人道橋 ﾎｵﾉｷﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖3 34

２８ 美往陸橋（上り）人道橋ﾐｽﾐﾘｯｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市美住町1-25 35.6

２９ 美往陸橋（下り）人道橋ﾐｽﾐﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾞﾘ)ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 5 新宿青梅線 東村山市美住町1-25 35.6

３０ もみじ橋人道橋 ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東大和市多摩湖2・3 84.4

３１ 八坂陸橋人道橋 ﾔｻｶﾘｯｷｮｳｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 16 立川所沢線 東村山市栄町3 102.7

３２ 野火止橋 ﾉﾋﾞﾄﾒﾊﾞｼ 253 保谷狭山自然公園自転車道 東村山市栄町3･萩山町3 5

1278.52

資料－7　横断歩道橋

ＮＯ
歩　道　橋　名

箇　　所
橋長
ｍ

備考

人道橋

ＮＯ
人　道　橋　名

箇　　所
橋長
ｍ

備考
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計  13箇所 6,822 57,333

主29 立川市錦町５ 247 1,654

主16 立川市幸町４ 456 2,774

主15 小平市御幸町～小金井市桜町３ 285 2,885

主43 立川市緑町～高松町１ 656 7,318

一153 昭島市福島町２～東町５ 747 4,187 ５-６ゼロ

主29 昭島市拝島町４～２ 1,078 7,367 ５-６ゼロ

主43 立川市緑町～高松町１ 274 5,321 ５-６債務

主5 東村山市本町１ 247 3,277 ５-６ゼロ

主5 東大和市芋窪３～２　外１箇所 624 4,570 ５-６債務

一162 昭島市宮沢町～昭和町１　外1箇所 592 4,411 ５-６債務

主１５ 清瀬市竹丘２～東久留米市野火止２ 587 5,400 ５-６繰越

主15 小平市花小金井５～３ 826 6,135 ５-６債務

資－８  令和６年度 路面補修工事実施箇所

路 線 名 箇 所
規 模

備 考
延 長 面 積

主40 清瀬市中清戸３～１ 203 2,034 ５-６繰越

㎡ｍ
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資－9  令和７年度 路面補修工事予定箇所

計  27箇所 13,838 137,311

主5 東村山市本町１～美住町１ 410 4,920 ７-８債務

立川市泉町 300 5,100

武蔵村山市三ツ藤２～残堀５ 470 3,760

国立市北１～国分寺市日吉町３ 620 4,090 ７-８債務

立川市泉町 350 5,250 ７-８債務

一222

主43

一125 東久留米市東本町～新川町１ 50 2,000

東久留米市南町４～中央町５ 830 4,980

一226 清瀬市梅園３～竹丘１ 580 3,480

一234 東久留米市東本町～新川町２ 660 5,280

主43 国立市北３ 350 3,850

主15 小平市花小金井４～東久留米市前沢１ 920 9,200

一146 国立市東１～東４ 1,400 19,600

一153 立川市緑町 500 7,500

主5 小平市仲町～小川町２ 500 5,250

主7 小平市御幸町 530 3,392

一226 東村山市恩多町５～青葉町１ 1,140 7,100 ６-７ゼロ

一162 昭島市武蔵野２～３ 500 3,500 ６-７ゼロ

主15 清瀬市松山３～松山１ 140 860 ６-７債務

主59 武蔵村山市伊奈平２ 430 4,300 ６-７ゼロ

主40 東村山市秋津町１ 260 3,120 ６-７債務

主40 清瀬市松山１～埼玉県新座市新堀３ 290 3,100 ６-７債務

主43 東大和市芋窪３～蔵敷２ 440 3,500 ６-７債務

主5 東大和市奈良橋５～６ 260 3,120 ６-７債務

一153 昭島市玉川町１～玉川町４ 375 6,375 ６-７債務

路 線 名 箇 所
規 模

備 考
延 長 面 積

主4

主43

一162

一153 立川市曙町１～２ 253 4,699 ６-７繰越

一128 東村山市野口町１～３ 670 4,495 ６-７繰越

主40 清瀬市元町２～野塩５ 610 5,490 ６-７債務

㎡ｍ
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工
事

（
延
長
は
片
側
の
合
計
）

歩
道

橋
撤

去
工

事

 
立

川
３

・
２

・
４

（
第

１
工

区
）

東
大

和
市

芋
窪

五
丁

目
か

ら
上

北
台

一
丁

目
4
4
0

照
明

移
設

工
事

（
延
長
は
片
側
の
合
計
）

 
立

川
３

・
２

・
４

（
第

１
工

区
）

東
大

和
市

芋
窪

六
丁

目
1

 
昭

島
３

・
２

・
１

１
昭

島
市

東
町

二
丁

目
か

ら
も

く
せ

い
の

杜
一

丁
目

 
一

１
２

８
東

村
山

東
大

和
線

東
村

山
市

廻
田

町
三

丁
目

か
ら

東
大

和
市

清
水

一
丁

目
7
0
0

道
路

改
修

工
事

2
4
0

仮
切

回
し

道
路

設
置

工
事

 
昭

島
３

・
２

・
３

昭
島

市
中

神
町

1
1
0

搬
入

路
設

置
工

事

東
村

山
市

栄
町

三
丁

目
か

ら
本

町
一

丁
目

1
5
0

排
水

管
設

置
工

事

 
東

村
山

３
・

４
・

１
５

の
２

（
中

清
戸

）

道
路

整
備

費

路
線

名
箇

所

規
模

街
路

整
備

費

東
村

山
３

・
３

・
８

（
本

町
）

清
瀬

市
中

清
戸

三
丁

目
1
2
0

事
業

地
整

備
工

事

摘
要

延
長

幅
員

ｍ
ｍｍ

ｍｍ

ｍ ｍ
ｍ ｍｍ

種
別

科
目

ｍ
ｍｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ

箇
所

ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ

ｍ
箇

所 ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ

ｍ
ｍ
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資
－
1
2
 
令
和
６
年
度
 
交
通
安
全
施
設
事
業
の
主
な
実
施
箇
所

資
－
1
3
 
令
和
７
年
度
 
交
通
安
全
施
設
事
業
の
主
な
実
施
予
定
箇
所

主
2
9
号

昭
島

市
福

島
町

一
丁

目
か

ら
玉

川
町

三
丁

目
1
4
0

す
い

す
い

福
島

交
番

前
交

差
点

改
良

工
事

交
通

安
全

施
設

費

一
2
2
6
号

東
村

山
市

恩
多

町
三

丁
目

か
ら

恩
多

町
五

丁
目

1
7
0

1
4
0

す
い

す
い

福
島

交
番

前
歩

道
設

置
工

事

一
2
2
6
号

東
村

山
市

恩
田

町
五

丁
目

1
9
0

1
5

す
い

す
い

野
火

止
小

学
校

入
口

歩
道

設
置

及
び

電
線

共
同

溝
設

置
工

事

す
い

す
い

三
ツ

木
歩

道
設

置
及

び
電

線
共

同
溝

設
置

工
事

主
2
9
号

摘
要

3
0
0

1
6

規
模

延
長

全
生

園
歩

道
舗

装
工

事

路
線

名
箇

所

規
模

す
い

す
い

野
火

止
小

入
口

交
差

点
改

良
及

び
電

線
共

同
溝

設
置

工
事

交
通

安
全

施
設

費

主
4
号

東
村

山
市

青
葉

町
四

丁
目

か
ら

青
葉

町
三

丁
目

6
0
0

一
1
6
2
号

箇
所

路
線

名

一
2
2
6
号

東
村

山
市

恩
多

町
三

丁
目

か
ら

恩
田

町
五

丁
目

1
9
0

1
5

幅
員

摘
要

延
長

幅
員

武
蔵

村
山

市
三

ツ
木

一
丁

目
か

ら
同

市
三

ツ
藤

三
丁

目

す
い

す
い

野
火

止
小

学
校

入
口

歩
道

設
置

及
び

電
線

共
同

溝
設

置
工

事

昭
島

市
福

島
町

一
丁

目
か

ら
玉

川
町

三
丁

目

種
別

科
目

ｍ
ｍｍｍ

種
別

科
目

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
ｍｍｍ

ｍ
ｍｍｍ
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資－14 第４次交差点すいすいプラン実施状況及び予定

 奈良橋庚申塚  主要地方道新宿青梅線(第５号)

 かたくりの湯入口  主要地方道新宿青梅線(第５号)

 喜平橋  主要地方道杉並あきる野線(第７号)

 松中団地南  主要地方道杉並あきる野線(第７号)

 若葉台小学校西  主要地方道立川所沢線(第16号)

 三ッ木  一般都道三ツ木八王子線(第162号)

 野火止小入口  一般都道東村山清瀬線(第226号)

 小金井橋  主要地方道杉並あきる野線(第７号)

 西砂町宮沢  主要地方道杉並あきる野線(第７号)

 郵便局前  主要地方道練馬所沢線(第24号)

 三ツ木伊奈平  一般都道三ツ木八王子線(第162号)

 三多摩市場  一般都道三ツ木八王子線(第162号)

注）番号は「第４次交差点すいすいプラン（令和７年３月策定・実施は令和７年度から）」による。

未着手
（3次継続）

未着手
（3次継続）

昭 島 市

立 川 市

小 平 市

東 村 山 市

清 瀬 市

武 蔵 村 山 市

東 大 和 市

武 蔵 村 山 市

武 蔵 村 山 市

立 川 市

五 日 市 街 道 立 川 市

28

7

小 平 市

立 川 通 り

小 金 井 街 道

五 日 市 街 道

40

33

52

51

通 称 名 所 在 地

2

6

25

五 日 市 街 道

摘 要
番
号

交 差 点 名 路 線 名 ( 主 道 路 )

32

9

1 青 梅 街 道

青 梅 街 道

五 日 市 街 道

未着手
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

事業中
（3次継続）

未着手
（3次継続）

未着手
（3次継続）
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11
55
  
管管

理理
河河

川川
一一

覧覧

44
22

11
,,
22
00
22

99
44
..
66

44
66
..
33

11
00
00
..
00

33
,,
44
33
00

－－
－－

44
66
,,
99
55
00

33
,,
44
33
00

33
,,
88
11
00

11
22
,,
66
55
33

22
99
00

東
久

留
米

市
八

幡
町

44
00
,,
22
77
00

－－

22
,,
66
00
88

（
注

1
）
 河

川
予

定
地

と
し

て
整

備
す

る
延

長
（
注

2
）
 河

川
予

定
地

と
し

て
指

定
及

び
現

況
河

川
区

域
内

で
整

備
す

る
延

長

99
55
00

11
33
,,
33
88
00

55
,,
66
33
00

33
,,
44
33
00

計
（
８
河
川
）

荒
　
川

石
神
井
川

空
 
堀
 
川

33
66

11
44
44

22
00

88
22

66
66
00

44
22
77

33
33
,,
99
55
55

22
,,
88
55
00

88
44
..
33

22
,,
33
22
55

33
66
,,
22
88
00

99
55
00

11
33
,,
00
88
00

33
00
..
55

柳
瀬

川
合

流
点

武
蔵

村
山

市
本

町
11
55
,,
00
00
00

奈
良
橋
川

空
堀

川
合

流
点

東
大

和
市

芋
窪

33
,,
44
33
00

柳
 
瀬
 
川

埼
玉

県
所

沢
市

界
東

村
山

市
久

米
川

町
88
,,
11
99
00

落
 
合
 
川

黒
目

川
合

流
点

44
,,
22
77
44

99
99
..
22

44
,,
33
11
00

黒
 
目
 
川

埼
玉

県
新

座
市

界

－－
西

東
京

市
界

－－
－－

44
,,
33
11
00

－－

－－
－－

－－

東
久

留
米

市
下

里
44
,,
33
11
00

－－
－－

66
00
00

小
平

市
花

小
金

井
南

町

－－
－－

野
　
　
川

小
金

井
市

界
国

分
寺

市
恋

ヶ
窪

中
央

線
鉄

橋
11
,,
88
77
00

－－
－－

11
00
00
..
00

11
00
,,
77
00
00

（
Ａ

）

管
理

区
間

都
市

計
画

延
長

多
摩
川

残
 
堀
 
川

多
摩

川
合

流
点

西
多

摩
郡

瑞
穂

町
界

終
点

延
長

11
,,
88
77
00

11
00
,,
77
00
00

（
含

河
川

予
定

地
）

河
川

名
起

点
(
整
備
計
画
延
長
)

事
業

認
可

延
長

11
00
,,
77
00
00

11
00
,,
77
00
00

（
Ｂ

）
（
Ｃ

）
(Ｃ

)／
（
Ａ

）

残
事

業
護

岸
整

備
率

令
和

７
年

度

護
岸

整
備

済
延

長

令
和

６
年

度
迄

実
施

予
定

延
長

（
Ｂ

）
－

（
Ｃ

）

令令
和和
77
年年
44
月月
11
日日
現現
在在

種
別

ｍ
ｍ

ｍ
％

ｍ
ｍ

水
系

ｍ

(注
2
)

(注
2
)

(注
1
)

(注
1
)
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1
6
 
河

川
予

定
地

指
定

箇
所

令
和

7
年

4
月

1
日

現
在

　
　

　
東

大
和

市
高

木
三

丁
目

2
8
7
番

１
 
 
ま

で

 
右

岸
 
日

月
前

三
の

橋
下

流
　

　
　

　
　

 
か

ら

 
　

令
和

元
年

1
2
月

1
8
日

 
東

京
都

告
示

 
左

岸
 
東

大
和

市
奈

良
橋

二
丁

目
4
2
2
番

１
か

ら
約

 
5
6
0
ｍ

 

第
 
8
5
1
号

　
　

　
　

同
市

　
　

高
木

三
丁

目
2
7
9
番

４
ま

で

 
埼

玉
県

告
示

第
 
5
4
2
号

 
東

京
都

告
示

 
清

瀬
市

中
里

二
（

新
清

瀬
橋

上
流

）

約
 
7
0
0
ｍ

第
 
2
8
4
号

告
示

番
号

 
　

平
成

 
2
年

 
4
月

2
4
日

 
　

平
成

 
7
年

 
3
月

1
0
日

 
東

久
留

米
市

南
沢

３
（

毘
沙

門
橋

上
流

）

約
 
4
0
0
ｍ

約
 
7
0
0
ｍ

摘
要

延
長

荒
川

柳
瀬

川

 
　

平
成

1
8
年

1
0
月

2
5
日

第
 
5
4
0
号

 
東

京
都

告
示

 
　

平
成

1
2
年

 
9
月

 
1
日

指
定

区
域

 
　

昭
和

6
1
年

 
6
月

2
7
日

第
1
0
5
1
号

 
東

京
都

告
示

第
1
4
7
5
号

荒
川

落
合

川
 
東

京
都

告
示

奈
良

橋
川

荒
川

約
 
7
0
0
ｍ

 
右

岸
 
東

大
和

市
高

木
三

丁
目

2
8
6
番

９
か

ら

約
 
3
9
0
ｍ

約
 
3
0
0
ｍ

 
左

岸
 
東

大
和

市
高

木
三

丁
目

2
8
0
番

６
か

ら

水
系

名
河

川
名

　
　

　
　

　
同

　
所

　
　

　
　

2
3
2
番

１
ま

で

 
　

平
成

 
2
年

 
4
月

2
4
日

指
定

年
月

日

　
河

川
法

第
5
6
条

　
　

　
　

　
同

　
所

　
　

　
　

2
3
6
番

１
ま

で

　
河

川
法

第
5
6
条

 
清

瀬
市

中
里

二
、

同
四

（
清

瀬
橋

上
下

流
）

 
清

瀬
市

中
里

六
（

金
山

調
整

池
）

第
 
6
4
6
号

 
東

京
都

告
示

　
河

川
法

第
5
6
条

 
所

沢
市

大
字

下
安

松
、

同
大

字
本

郷

 
清

瀬
市

中
里

四
、

同
六

（
金

山
橋

上
流

）
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1
7
 
令

和
６

年
度

 
河

川
整

備
工

事
実

施
箇

所

河
川

名
件

名
施

工
箇

所
施

工
内

容
規

模

落
　

合
　

川

下
谷

橋
調

節
池

工
事

（
そ

の
２

）
そ

の
２

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
［

R
6
～

R
7
債

務
工

事
］

東
久

留
米

市
浅

間
町

二
丁

目
地

内
調

節
池

築
造

下
谷

橋
調

節
池

監
視

カ
メ

ラ
等

設
置

工
事

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
［

R
6
～

R
7
債

務
工

事
］

東
久

留
米

市
浅

間
町

二
丁

目
地

内
監

視
カ

メ
ラ

等
設

置

柳
　

瀬
　

川

柳
瀬

川
整

備
工

事
（

そ
の

2
5
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[
R
5
～

6
債

務
工

事
]

埼
玉

県
所

沢
市

大
字

本
郷

～
東

京
都

清
瀬

市
中

里
六

丁
目

地
内

護
岸

整
備

護
岸

　
1
2
0
ｍ

柳
瀬

川
整

備
工

事
（

そ
の

2
6
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[
R
6
～

7
債

務
工

事
]

埼
玉

県
所

沢
市

大
字

本
郷

～
東

京
都

清
瀬

市
中

里
六

丁
目

地
内

護
岸

整
備

護
岸

　
7
0
ｍ

空
　

堀
　

川

空
堀

川
河

床
整

備
工

事
（

そ
の

９
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
R
5
～

6
債

務
工

事
]

清
瀬

市
野

塩
二

丁
目

地
内

～
同

市
野

塩
一

丁
目

地
内

河
床

整
備

空
堀

川
河

床
整

備
工

事
（

そ
の

１
０

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
[
R
6
～

7
債

務
工

事
]

清
瀬

市
野

塩
一

丁
目

地
内

～
同

市
野

塩
五

丁
目

地
内

河
床

整
備

空
堀

川
河

床
整

備
工

事
（

そ
の

3
0
2
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
R
5
～

6
債

務
工

事
]

東
大

和
市

狭
山

五
丁

目
地

内
～

同
市

高
木

三
丁

目
地

内
河

床
整

備

護
岸

　
1
9
0
ｍ

空
堀

川
整

備
工

事
（

そ
の

7
7
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
R
6
～

8
債

務
工

事
]

武
蔵

村
山

市
神

明
一

丁
目

地
内

～
同

市
神

明
四

丁
目

地
内

護
岸

整
備

・
橋

梁
架

替
え

空
堀

川
河

床
整

備
工

事
（

そ
の

3
0
3
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
R
6
～

7
債

務
工
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